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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 

総合研究報告書 

 

農林水産業における災害の発生状況の特性に適合した労働災害防止対策の策定のための研究 

 

研究代表者 横山 和仁  順天堂大学医学部衛生学講座 客員教授 

 

研究要旨 

2018 年度からの第 13 次労働災害防止計画は、労働災害を減らし安心して健康に働ける職場の実現を

掲げている。林業では、死亡災害を 2022 年までに 15%以上減少させると目標があるが、農業および水産

業については定められていない。林業労働災害は減少傾向にあるが、伐木作業、高齢化、小規模事業林、

非熟練労働者がリスクとなっている。水産業は、労働人口減少と高齢化と共に、非適切な生活・労働空間、

船員法不順守、船体動揺や海中転落、機械への巻き込まれなどが指摘されている。農業では、特殊車両（ト

ラクター等）、農薬、高作業負荷、高齢化等が問題となっている。 

研究代表者（横山）らは、農業では、農業経営体が増加し、総農業就業人口の減少に反し、農業労働者

が 2016 年には 35 万人超と増加傾向にあり、事業所規模に応じた適切な安全衛生管理体制の整備とリス

クアセスメントの推進が必要と指摘した（労働の科学、2017）。研究分担者の垰田は、農業事故の対面調

査によりリスク要因を調査してきた（日本農村医学会、2016）。同じく久宗は、水産業について ILO の

WISE（中小企業自主改善活動）をもとに船内向け自主改善活動（WIB）を提唱し（創成社、2009）、こ

れは水産庁・国土交通省で普及啓発が行われている。山田は、林業事業体の労働安全衛生管理体制を調査

し、災害リスクとその対策を提案した（森林科学、2016）。以上を踏まえ、現在の農林水産業の特性に応

じた労働安全衛生行政の展開が必要と着想した。 

今回は、農林水産業について、(1) 法令にもとづく各種事業体の労働安全衛生体制（労働安全衛生法、

船員法等）、(2) 職業保健としての特性（自営を含む）、(3) 行政組織間・産官学・地域連携の視点から、労

災・健康障害の要因と対策を明らかにすることを目的とする。 

初年度は、各種事業体および農協等の団体や官公庁報告の事例の収集、第 2 年度は、グッド＆バッドプ

ラクティスの分析と対策の施行を行い、第 3 年度は、行政組織間・産官学連携を含む労災・健康障害予防

策とモデル事業を提言するための検討を進めた。本研究の成果物は 32～126 ページに掲載している。 

 

研究 1（農業法人） 

初年度は、農作業事故事態の現状とそれに対する対処法を明確化するため、群馬県内の農業関連事業所

を対象とし主に労働安全等を確保するための取り組みや問題点についてヒアリングを行った。従来型の農

業関連事業所、すなわち農協に加入し、農協関連の銀行から融資を受け機材を購入するビジネスモデルに

おいては、利子や中間マージンが発生するが、その一方で農協とメーカーが協催する農作業安全基礎研修

会や農協からの支援が期待できる。 現に、小中規模農家では、農協へ加入しているケースが多い。一方

で、農業法人においては、農協に加入する従来型の農業ではなく、限定した農作物を出荷して、売り先が

固定されている業態が多くなっている。そのため農協が蓄積してきた労働安全に関するノウハウが生かし

きれていない可能性が考えられた。この辺りの仕組みや制度の有り様で新規農業法人においても、機材に

よる農作業事故の減少が期待できると考えた。 

また、農業法人などは、次世代の担い手を確保することが喫緊の課題ではあるが、その資質の問題も上 
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ってきている。例えば採用時等に何らかの適性検査を行い、その人物にあった指導法や作業分担を与えら

れれば、ケガや事故は減少する可能性が考えられた。 さらに、次世代の農業の担い手である若い世代は

農家出身者が減り、農作業で使用する基本的な道具の知識や未熟な使用によるケガが顕著である。 包丁、

スコップ、なた、鎌や鍬などの使用を熟練させることや手入れなど、ごく基本的な指導によりケガの減少

は見込まれる。 農業経験者からのきめ細かい指導と経験の継承が農作業事故を防ぐ上で重要であると考

えた。 

第 2 年度は、農業関連事業所を対象とし主に労働安全等を確保するための取り組みや問題点について

ヒアリングを行ない、労働安全衛生事業につながるグッドプラクティス、バッドプラクティスの抽出を試

み、労働安全衛生事業の可能性を検討した。その結果、中小規模事業体を対象とした従来型の労働安全衛

生教育について、農作業の合間に読むには難しい内容のマニュアルや仕様書などは導入が困難であること

や、作業チェックリストの導入についても農作業の時間やマンパワーの足りない現場では実行が困難であ

り、現況においては、現場の就労者の「気づき」を促すような、より単純化された仕組み作りが必要と考

えられた。ある程度経常的に利益を上げなければならない農業法人の構造上の問題により労働安全衛生事

業の取組が困難であることが指摘された。一方で、情報技術の導入などによるヒト作業の低減化や、AI を

用いた作業の効率化についていくつかの知見を得た。いずれの事例でも中長期的な費用対効果を勘案する

ことで、ヒトの作業を減らし、それが結果的に労働災害の減少につながる可能性が示唆された。 

第 3 年度は、農業の現場で実施可能な労働安全衛生教育の在り方を検討するため、これまでのグッドプ

ラクティスバッドプラクティスの検討で得られた知見をもとに、モデル事業を提案し、埼玉県の農業法人

にて実際に試行することで、農作業従事者による自主改善活動の可能性について検討を行った。また、全

国の労働安全衛生コンサルタントのうち農作業安全アドバイザーに対しインタビューを行い、農作業場に

おける労働安全対策の実情や問題点に関するヒアリングを行った。その結果、本モデル事業のような労働

安全衛生の自主改善活動は、農作業従事者の啓発に有用であり、継続化、システム化することで、現状に

適した労働安全衛生教育として展開でき得る可能性が示唆された。 

 

研究 2（小規模農家） 

日本農村医学会農機具災害部会は、農作業事故対面調査を通じて、従来のヒューマンエラーに重点を置

いた農作業安全対策から、環境と農機具に焦点を当てた、安全衛生マネージメント手法に基づく対策の必

要性を指摘し、今後の農作業事故防止のため課題として、農業が展開されている地域の地理的多様性や､

栽培作物や農業形態の多様性に対応した事故事例情報の集積と、その情報を予防対策に活用できる指導者

の養成をあげている。こうした背景を踏まえて、本研究では、農業における災害の発生状況の特性に適合

した労働災害防止対策の策定に資することを目的に、山間傾斜地での茶栽培農家の労働負担調査及び災害

事例に関しての対面調査と、農民への安全教育方法の開発と評価に関して研究した。特に後者について

は、① 農作業安全に関する指導者研修に使用するテキストの内容と研修手法の検討、② 汎用性の高い、

農業安全に関する「基礎教材」及びその｢基礎教材解説書｣の開発、③ 農業安全に関する「基礎教材」及

び｢基礎教材解説書｣の試用評価、に取り組んだ。 

茶栽培農家の摘採機を用いた茶刈り作業時の身体負担は大きく、狭い畝間を横歩きするために膝への負

荷が大きくなっていた。急斜地での管理作業では転落事故も発生しており、急傾斜地での茶栽培では、傾

斜度や作業内容に適した畝間隔の確保が、事故予防策として重要と考えられた。農作業安全指導者研修

は、農業改良普及員、県農業経営支援課職員、県 JA 中央会職員等を対象に、グループワークによる「事 
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例検討」、農作業安全のすすめ方に関する講義形式の「座学」、農薬保管庫、管理機保管庫等研修会場の特

性を活かした「実地研修」、「ヒヤリハット事例や事故体験報告会」をプログラムとして実施し、参加者か

ら好評価を得た。農作業事故対面調査結果は参加型の指導者研修で教材として有効に活用できた。 

日本農村医学会農機具災害部会が 2019 年度に「外国人労働者安全衛生教育教材作成事業」の委託を受

けたことから､共同して、農業安全に関する「基礎教材」を開発した。農業安全に関する「基礎」事項は

農作業事故対面調査結果より選定し、テキストの内容は各地の農業従事者や外国人研修生へのヒアリング

を踏まえてブラッシュアップし、｢基礎教材｣（｢安全に農作業をするために｣）および、｢基礎教材解説書｣

（外国人労働者を雇用される方のためのパンフレット解説 農作業事故防止ここがポイント」）を完成さ

せた。完成した両教材について、専業農家 5 名（稲作 2、ハウス野菜栽培 2、肥育牛 1）と農業大学校教

員 1 名、農福連携作業所指導員 1 名の試用想定評価を求め、良好な結果を得た。評価者は一様に「農業安

全についてのテキストを初めて見る」旨の感想を述べており、農業安全を進める上で活用が期待できると

判断できた。専業農家従事者からは、農業機械に関連した注意事項を含むより詳細な解説書の希望がださ

れ、基礎教材を発展させた「農業安全教本」（仮称）を構想した。 

 

研究 3（漁業） 

船員向け自主改善活動（以下 WIB）は、現在は水産庁水産基本計画、国土交通省第 11 次船員災害防止

計画に取り入れられ、積極的に実施をされている。 

水産庁補助事業「安全な漁業労働環境確保事業」講習会では、漁業の労働環境のカイゼンや海難の未然

防止等の知識を持った「安全推進員」を養成している。その中心に、参加型自主改善活動（POAT）をベ

ースにした、WIB として、良い改善事例の紹介と選択、アクション型チェックリストと改善の使い方シ

ートの講習、可能な時は船の点検を行った。5 年間で毎年 500 人計 2,500 人を養成する予定だったが、平

2013～2017 年度に北は北海道稚内市から、南は沖縄県那覇市まで全国約 137 箇所で講習会を行い、約

4,758 人が安全推進員となった。船員の労働災害防止のために国土交通省、水産庁の支援により、全国で

講習会を開催した。 

漁船では、2013～2017 年に漁業安全確保事業において、全国約 137 か所で約 4,758 人が受講した。講

習会を 2015 年以前に複数回実施した地区、一回だけ実施した地区、まったく実施しなかった地区に分類

して海運支局毎に労働災害数を時系列に分析した。国土交通省の統計は漁船漁業を対象としているため

に、遠洋、沖合漁業を対象にした講習会を分析した。また、地区は 7 年間で災害が 40 件以上発生した海

運支局を対象としました。対象地区は全体の 70%を占めている。以上の成果を本事業で報告書を作り、各

関係機関に配布して 2 月に船員政策課に 600 部寄付して、全国に配り監理官の勉強テキストと使用する

ように依頼をした。 

国土交通省では「船員の健康確保に関する検討会」を開催し、内航船員の健康確保対策に関する具体的

な制度設計について議論し、2020 年 10 月にとりまとめた。2020 年 10 月 19 日に「船員の健康確保に向

けて」を公表し、陸上並みの安全衛生体制を目指す。その実用化のために神戸マリナーズ厚生会病院と神

奈川大学、船会社と社会実験を開始して、遠隔によるストレスチェック、産業医の長時間労働者に対する

指導、遠隔に安全衛生委員会の実施を行っている。船社 5 社と実験を行い、ストレスチェックは合計で 57

名の船員がストレスチェックを行い、3 社で集団分析をした。2 社で安全衛生委員会を行い、2 隻で遠隔

による船の巡視をおこない、映像と音声とも問題なく、船社と産業医両社とも高い評価を得た。特殊な条

件下で推進が困難な船員労働安全衛生であるが、英知を集めて一歩ずつ向上している。 

on  
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垰田 和史 

滋賀医科大学社会医学講座衛生学部門 非常勤講師 

びわこリハビリテーション専門職大学 教授 

 

久宗 周二 

神奈川大学工学部経営工学科社会行動科学研究室 

教授 

 

山田容三 

研究 4（林業） 

初年度は、神奈川大学の久宗周二教授の協力を得て、船内向け自主改善活動 WIB（Work Improvement 

Board）を基に、林業向け自主改善活動 WIFD（Work Improvement on Forest Development）の原案を

作成した。その後、林業労働災害分析の結果と林業労働環境の特殊性を勘案したブラッシュアップを行

い、WIFD チェックリスト修正案 1 を作成した。林業労働環境の特殊性として、WIB の船内の労働環境

改善と異なり、森林内という自然環境に林業作業員が直接入り込んでの作業となるため、ハード面での労

働環境改善が実質上困難であるという点が上げられる。そのため労働安全のポイントというソフト面の対

策をいかに「見える化」できるかというところが WIFD の特徴となる。ブラッシュアップとして、林業

労働災害分析の結果に基づいた、林業労働環境の改善策について検討を行った。また、優良事業体に聞き

取り調査を行い、実施されている労働安全衛生対策の内で「見える化」できる対策の抽出を行った。林業

事業体での試行を繰り返しながら、WIFD 修正案 5 まで改善を行い、修正案 5 について、全国 11 の林業

事業体に郵送あるいは出向いての調査を行なった。その結果、新たに改善すべき項目を検討した。 

 第 2 年度は、初年度に開発した林業向け自主改善活動 WIFD（Work Improvement on Forest 

Development）の改良版を日本全国の 11 事業体で試行し、15 グループ 123 名からの回答を得て、その

結果を基に 25 項目の改善例に改良した。名称を WIFM（Work Improvement on Forest Management）

に変更した上で、3 箇所で試行した。さらに、2018 年度まで改良を進めてきた林業安全ゲームのチェー

ンソー伐木作業編をボードゲームに 50 セット印刷し、全国 40 箇所の林業事業体ならびに関係団体と関

係者に配布した。静岡県において事業体 A の 29 名と事業体 B の 6 名、ならびに和歌山県において事業

体 C の 48 名を対象に熟練者編を、愛媛県において事業体 D の 60 名を対象に初心者技術編をそれぞれ試

行した。さらに、ゲーム前後にプリコード形式による 10 問の理解度テストを行い、ゲームによる安全知

識の向上効果を調査するとともに、ゲームマスターにはチェックリストによる質問カードの記録を行わせ

た。試行の際に得られた感想や意見を基に、林業版安全ゲームのカード内容の修正を行った。 

 第 3 年度は、行で得られた結果を基に改善例の再検討を行い、さらに最新の安全技術や安全装備類を新

たに取り入れ、30 項目の改善例に改良した。しかしながら、コロナウィルスの影響により WIFM の改善

例の試行は行えなかった。林業安全ゲームについては、2019 年度に 50 セット印刷し、全国 40 箇所の林

業事業体ならびに関係団体と関係者に配布して試行を行い、ゲームマニュアルとゲームカードの修正を行

った。2020 年度は、この修正版の試行を愛媛県の「緑の雇用」フォレストワーカー研修の 1 年生（FW1）

25 名、2 年生（FW2）16 名、3 年生（FW3）14 名を対象に行なった。2019 年度の試行を通して、林業

安全ゲームにプレーヤー間のコミュニケーションを促進させる効果が期待されたので、2020 年度はゲー

ム中の会話をボイスレコーダーで記録し、会話の回数と内容について分析を行った。その結果、林業経験

年数によって会話数と会話の内容に変化が確認されるとともに、会話を促進し教育効果を高めるためには

ゲームマスターが重要であり、熟練度の異なるプレーヤーが一緒にプレイすることが職場内の縦のコミュ

ニケーションを高めるために効果的であることが明らかになった。 
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柳澤 和也 

日本農村医学研究所 

日本農村医学会農機具災害部会 

 

坂田 真一郎 

国土交通省 中国運輸局 

 

小木 和孝 

大原記念労働科学研究所 

 

石井 泰介 

神戸マリナーズ厚生会病院 

 

A. 研究の目的 

農林水産業について、(1) 法令にもとづく各種事業

体の労働安全衛生体制（労働安全衛生法、船員法等）、

(2) 職業保健としての特性（自営を含む）、(3) 行政組

織間・産官学・地域連携の視点から、労災・健康障害

の要因と対策を明らかにすることを目的とする。 

4 つ第一次産業の各分野別（農業法人、農業、漁業、

および林業）に、初年度は、各種事業体および農協等

の団体や官公庁報告の事例の収集、第 2 年度は、各

種事業体および農協等の団体や官公庁報告の事例の

収集例からグッド＆バッドプラクティスを抽出する

とともに、労働安全衛生を推進する事業としていく

つかのモデル事業を試み、第 3 年度は、行政組織間・

産官学連携を含む労災・健康障害予防策とモデル事

業を提言するための検討を進めた。 

 

 

研究 1（農業法人） 

1-A. 研究背景および目的 

近年、法人等に雇用され労働者として農業に従事

する者の数が増加している。事業主には、労働者に対

して業務に関する安全衛生教育を受けさせる義務が

あるが、農作業の年間死亡事故は、全産業を通して最

も多く問題となっている。農林水産省では、1971 年

以降農作業事故による死亡調査を行っている。農業

では、この 40 年間、毎年 400 人前後とほとんど減少

していない。これは、他の産業の労災では、事業主責

任が問われ、労働安全衛生法や同・衛生規則などで法

的に厳しき規制されてきた結果である。農作業事故

は基本的に個人責任とされ、法の規制がないことが
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一因と考察される。 

そこで本研究においては、農業労働災害の現状に

ついて農業関連事業所を対象とし主に労働安全等を

確保するための取り組みや問題点についてヒアリン

グを行い、農作業事故自体の現状とそれに対する対

処法を明確化する。また、その知見をもとにモデル事

業を確立し、その有効性を検討することで、今後の農

作業従事者に対する労働安全衛生教育の取り組みか

たを提案することを目的とした。 

 

1-B. 研究方法 

1. 農業労働災害の現状についてのヒアリング 

群馬県内の農業関連事業所を対象とし、主に労働

安全等を確保するための取り組みや問題点について

ヒアリングを行った。 

 

2. 農業法人におけるモデル事業プログラム 

労働安全の自主改善活動のモデル事業として、国

際労働機関（ILO）の作成した「農業における人間工

学的チェックポイント（日本語版）」をもとに、研究

分担者である久宗周二神奈川大教授の「WIB 船内自

主改善活動と船内労働安全衛生マネジメントシステ

ム」の手法を組み合わせることで、1 時間程度のモデ

ル事業プログラムを作成した。作成したプログラム

をもとに、埼玉県内の農業法人にて 7 名の農作業従

事者によるグループワーク及びアンケート調査を実

施し、有効性を検討した。 

 

3. 農作業安全アドバイザーへの半構造化インタビ

ュー 

モデル事業プログラムの実施主体として想定して

いる農作業安全アドバイザーに対しインタビューを

実施し、農作業場における労働安全対策の実情や問

題点に関する情報収集を行った。 

 

1-C. 結果 

1. 農業労働災害の現状についてのヒアリング 

群馬県内の農業関連事業所 11 か所にて、ヒアリ

ングを行った。多くの事業所で見受けられた機材（特

にトラクター）の事故に関しては、使用者だけの責任

ではなく、行政や企業の協力が必須である。メーカー

側で定期点検の期間や機能の見直し、売りっぱなし

ではないきめ細かい対応が求められる。使用者側に

立った機能や表示で事故が減少できる可能性が大き

い。行政としての対応策はメーカーへの講習会の要

請や表示に関する指導等を制度として実施すること

により使用者の安全を確保できるであろう。農家側

の改善点としては、確認作業の徹底、習慣の確立など

学習による効果が期待できる。訪問先の事業者から

は個人の資質（パーソナリティ）も関連することも多

く挙げられた。つまり、几帳面な性格や真面目な性格

の人物より、いい加減であり規則を守らないといっ

た人物がケガや事故を起こす可能性が高いといった

見解が寄せられた。農業法人などは、次世代の担い手

を確保することが喫緊の課題ではあるが、その資質

の問題も上がってきているため、なり手不足が深刻

であるため、むずかしいかもしれないが、例えば採用

時等に何らかの適性検査を行い、その人物にあった

指導法や作業分担を与えられれば、ケガや事故は減

少するかもしれない。さらに、担い手である若い世代

は農家出身者が減り、農作業で使用する基本的な道

具の知識や未熟な使用によるケガが顕著である。包

丁、スコップ、なた、鎌や鍬などの使用熟練度や手入

れによりケガの減少は見込まれる。農業経験者から

のきめ細かい指導と経験の継承が農作業事故を防ぐ

上で重要である。「どの時期にどこで、なんの作業を

している時に事故が起きやすいのか」をしっかり把

握すること、農作業安全基礎研修会への参加が必要

と考えられるが、時間面、費用面でも負担が大きいと

の声があった。 

 

2. 農業法人におけるモデル事業プログラム 

 上記のヒアリング結果から、農作業の繁忙期を避

けた時期に、短時間で労働安全への気づきを促すプ

ログラムとして、国際労働機関（ILO）の作成した「農

業における人間工学的チェックポイント（日本語版）」

と、研究分担者である久宗周二神奈川大教授の「WIB

船内自主改善活動と船内労働安全衛生マネジメント

システム」の手法を組み合わせることで、1 時間程度

のモデル事業プログラムを作成した。埼玉県内の農
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業法人にて、研究協力者である松川岳久順天堂大学

助教が事前に訪問し、農作業内容のヒアリングおよ

び作業環境の調査を行い、ILO の「農業における人

間工学的チェックポイント（日本語版）」の 100 項目

のチェックポイントから、自主改善活動のグループ

ワークにとりあげるべき 41 項目を抽出し、モデル事

業資料を作成した。グループワークは WIB 船内自主

改善活動のプログラムを参考に 3 段階に分け、ステ

ップ 1「良い事例を見る」、ステップ 2「チェックリ

ストを確認」、ステップ 3「改善すすめ方シートの記

入」の順番で行った。 

ステップ 1 では、船員向け自主改善活動における

良い改善事例 21 項目の内容を農業従事者の各自が

写真をみることで確認し、そのうち農業に応用可能

なもの、もしくは自身の作業環境で改善したいもの

という観点より 2 項目を選択し、全員の投票によっ

て順位付けを行った。その結果、当該事業所での必要

と思われる改善事例は投票数の高いほうから「使い

やすい道具置き（稼働式道具入れ）がある」（4 人）、

「工具の整理整頓（大きい順に整列して収納）」（3 人）、

「ボードを使って機能的に整理」（2 人）等であった。 

ステップ 2 では、ILO の人間工学チェックポイン

ト・アプリより参加者の作業内容に関連する項目と

して選出した 41 項目の内容を確認し、各項目に対し

「今のままで良い」もしくは「改善が必要」のいずれ

かを各自で判断した。「改善が必要」に該当した項目

のうち、特に優先的に改善が必要なものを 3 項目選

出した。 

ステップ 3 では農作業従事者が作業内容別のグル

ープに分かれ、ステップ 2 で各自選出した 3 項目の

中からグループごとに改善が必要な事例に優先順位

を付け 3 項目選出し、「改善すすめ方シート」に記入

した。 

グループワーク終了後のアンケートの質問項目及

び回答結果では、「今回のモデル事業は、どの程度普

段の仕事に役立ちそうか」という質問に対し、7 人全

員が「役に立つ」、「やや役に立つ」と回答した。「今

回のモデル事業の以下の点に関して、どの程度満足

したか」に対しては、①「テーマ」に関しては 7 人

全員が、②「内容」に関しては 6 人が「満足」と回

答した。③「時間配分」、④「スムーズさ」では、「ど

ちらでもない」が 1 人のみで、それ以外の 6 人は「満

足」もしくは「やや満足」であった。「またモデル事

業に参加したいと思うか」に対しては、「思う」（3 人）、

「やや思う」（4 人）であった。「ほかの農業法人にも

当モデル事業を薦めたいと思うか」に対しては、「思

う」（2 人）、「やや思う」（3 人）、「どちらでもない」

（2 人）であった。自由記入では、「現場の改善点が

話し合えてよいグループワークだった」との意見が

挙げられた。 

 自主改善活動のグループワークにより抽出された

問題点について、実際に改善を試みて作業の安全性

が向上するかを確認した。具体的な改善結果を写真

にて報告してもらい、実際の作業の改善状況を後日、

訪問して確認した。今回は、改善するための物品購入

費用を当方で負担したため、このような事例をもっ

て他の農業法人に訴求することで、見える形で労働

安全に対するコストとメリットを整理することがで

きると考えた。 

 

3. 農作業安全アドバイザーへの半構造化インタビ

ュー 

 モデル事業のプロトタイプが完成したことをうけ

て、本事業を委託する先としての候補に日本労働安

全衛生コンサルタント会に所属する農作業安全アド

バイザーを想定した。労働安全衛生について一定の

知識があること、全国的な組織であるため、地方にも

妥当な人材が存在することなどが理由である。日本

労働安全衛生コンサルタント会では、先行して林業

労働安全指導者に対してのコンサルタント会による

認定事業があったが、これをさらに第一次産業に拡

大した形として 2016 年から認定を始めたとのこと

である。 

本検討では、全国の農作業安全アドバイザーでメ

ールアドレスの判明している 209 名すべてに構造化

インタビューの依頼をし、申し出のあった 39 名の中

から 14 名を抽出し、インタビューを試みた。なお、

2019 年からの新型コロナウィルス感染症拡大の影

響をうけ、インタビューは対面ではなく Zoom ソフ

トウェアもしくは電話にて実施した。 
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 多くの農作業安全アドバイザー（以下アドバイザ

ー）の中で共通している認識として、農家が労働安全

衛生法の順守をする必要がないこともあり、現状の

ところアドバイザーは実質的に十分に機能していな

い傾向にあるとのことであった。また、アドバイザー

業をする前から第二種兼業農家をふくむ農業に従事

している方は少数であった。そのため、農家の方に安

全衛生指導をおこなう場合にも、工場等での労働安

全体制の改善活動が必ずしも受け入れらない傾向に

あるとのことであった。いわゆる、江戸時代から言わ

れている「怪我と弁当は自分持ち」という農業者に根

付いている考え方の抜本的な改善が必要と思われる

とのことであった。日本労働安全衛生コンサルタン

ト会の同様の試みに林業（林業労働安全指導者）での

取り組みがあるが、そちらは基本的に他人の土地で

作業をしているが、農業は自分の土地（庭のような存

在）で行っているため、介入しにくいとのことであっ

た。 

一方である一定規模の農業法人であれば（六次化

農業等）コンサルタントの実例もあるとのことであ

った。これは法人である場合に労働安全衛生法の順

守をする必要があるためである。その際にも担当し

たコンサルタントは通常の労働安全衛生の指導とは

ことなり、農作業者の視点に立つ理解しやすい講習

を目指すようにしているとのことであった。 

本研究により提示した「農業法人におけるモデル

事業」をツールとしてアドバイザーが使用する可能

性については、多くのアドバイザーから“ツールの一

つ”として有効ではないかとの同意を得た。ただし、

ツールが存在しても実施するチャネルがないと厳し

いとの意見もあった。 

法人化された大規模農業法人であれば、労働局か

らコンサルタントを活用するよう指導が出ることも

あるので、対応可能であるが、小規模の農業法人（い

わゆる寄合のようなもの）や農家であると指導が難

しいとの意見が多くあった。また農業協同組合（JA）

の営農指導員の協力を得る必要もあるのではとの意

見もあった。 

ただ、改善が必要と考えても、小規模の田んぼのた

めに、農道の整備をするのは難しいなど、その地域で

できる範囲の活動をしていかなければならない。ま

た農業に限った話ではないが、高齢化で心身の衰え

を感じていても、今まで大丈夫だったからこれから

も大丈夫と思っている人が大多数いるので、注意喚

起のみならず、具体的な改善案も含めて提示しなく

てはいけないと思う。ラジオ体操などを毎日やるだ

けでも基礎体力がつくため、そのような身近な施策

からでも農作業を安全にできる可能性があるといっ

た示唆もあった。 

 

1-D. まとめと課題 

2019（令和元）年の農作業事故死亡者数は 281 人

で前年より 7 人増加した。事故区分別では農業機械

作業によるものが 184 人（65.5%）、農業用施設作業

によるものが 17 人（6.0%）、機械・施設以外の作業

によるものが 80 人（28.5%）であり、年齢階層別で

は 65 歳以上の高齢者による事故が 248 人と死亡事

故全体の 88.3%を占めた。また、同年の 10 万人あた

りの死亡事故発生者数は農業が 16.7 人であり、建設

業の約 3 倍であった。 

我が国の農業は個人経営が多く、経営者自身やそ

の家族が農作業従事者であるケースが多いため、法

人の多い他業種と比べると、自身も含めた農作業従

事者に対する安全意識が低い傾向にある。また、「農

作業中の事故は自己責任」と見なされる傾向があり、

事故やヒヤリハットが発生しても、同業者同士で情

報共有されにくく、原因究明や改善防止の取り組み

につながりにくい。本研究の結果でも、中小規模事業

体を対象とした従来型の労働安全衛生教育は、時間

やマンパワーの足りない現場での導入が困難な状況

であることが明らかになっている。したがって現況

においては、まずは現場の就労者の「気づき」を促す

ような単純化された仕組み作りが必要であると考え

られる。このことから、モデル事業として農作業従事

者による自主改善活動のグループワーク及びアンケ

ート調査を実施し、その有効性を検討した。参加者の

大半が、道具の置き方や分類、整理整頓を自身の作業

現場にて優先的に改善したいと考えていることが確

認された。本質的には農業法人にむけた労働安全改

善活動は有効であると考えられるものの、実施する
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ための時間、人、および費用が従前でないと進まない

であろうことが想定できた。 

 一定の規模の農業法人であれば、労働安全衛生

活動のツールとして本研究にて開発した「農業法人

におけるモデル事業」が有効であることが示唆され

た。ただし、大多数を占める小規模農業法人や農家な

どについては、現在のところ安全衛生施策を底上げ

するためのチャネルがない。今後、鍵となるのは厚生

労働省によるフリーランス支援の充実や、労働安全

コンサルタントを JA に利用してもらうなど、これ

までと異なる角度からのアプローチになると考えら

れる。 

今後は、定年退職後に家業を継ぐ形で農業を始め

る人がますます多くなってくると考えられる。農業

に関する知識が少ないことから、高齢化する農業者

とともに労働安全衛生上の新しいリスク年齢層とな

っていくと考えられる。そのためにも、農業も他の産

業と同様に自営業（フリーランスの職業）としてとら

えることで、法律で労働者を保護できるようにして

いかなくてはならないと考える。 

 一方、これまでのいわゆる「農家」について、アド

バイザーからも意見があったが、JA に営農指導者と

いう職員がいるので、この方々に協力してもらい農

業の労働安全を強化する方向も考えられる。アドバ

イザーが営農指導者に対して「農業法人におけるモ

デル事業」のようなツールを紹介し、営農指導の一部

で自主改善活動の実施を行っていくような事業も想

定される。 

 いずれにしても、モデル事業を継続的に実施する

ためには厚生労働省と農林水産省の関係者の連絡、

農業協同組合の協力、安全衛生の向上が生産性の向

上につながるという継続的な啓発をある程度人的資

源、経営資源、物資の面から支援する必要があると考

えられる。 

 

 

研究 2（小規模農家） 

2-A. 研究背景および目的 

我が国では、特定地域の農業組合構成員や病院受

診者や全国共済農業協同組合連合会の生命共済保

険・傷害共済保険加入者を対象に、農作業事故防止に

関わる研究が 1970 年頃より行われてきた。こうした

研究は、質問紙法や保険にかかわる被災者の申告情

報や医療機関からの受診者情報を記述疫学的に解析

し農作業事故の発生特性を統計的に示した。 

 富山県では、1970 年より、毎年、県下 900 カ所の

医療機関を受診した農作業事故被災者の情報と保険

請求情報を用いた検討が行われている。北海道では

1975 年より、行政、JA と農業機械メーカーなどが

「北海道農作業安全運動推進本部」を組織し、保険請

求情報に加えて市町村からも農作業事故の報告を受

け、発生状況の分析と安全啓発活動を行っている。北

海道の調査では、北海道だけで利用されている作業

機を含む 85 種類の作業機が調査対象とされている。

日本農村医学研究所は、こうした農業経営形態や栽

培作物の多様性に注目し、全共連生命共済保険・傷害

共済保険請求情報を用いて、9 道府県で 2000 年に発

生した農作業事故 10,636 件の分析を行っている。こ

の調査では、農業経営形態や栽培作物の違いに関わ

らず、各地方の事故発生に関与している農業機械と

して、トラクタ、草刈り機、コンバインが指摘された。

また、農業機械が関与しない事故についても対策の

必要性を指摘した。 

こうした疫学的研究は、農作業災害の発生状況を

統計的に把握し検討する点で優れているもの、具体

的な予防対策への寄与には限界があった。 

 この限界を補うべく、農村医学会（学会農機具災害

部会）は、農水省の補助を受けて、2011 年から 2015

年にかけて北海道や沖縄を含む 26 道府県で、630 件

の農作業事故事例について、事故発生に至るプロセ

スを事故対面調査により検討した。この調査の特徴

は、現地を訪問し、事故が起きた環境、事故に関与し

た農機具、被害状況などを調査し、事故発生に至るプ

ロセスを解析した点である。その結果、①農作業事故

の発生リスクが、農業経営形態や栽培作物の要因、地

形や天候など環境の要因、作業内容や作業方法など

の要因、使用される農機具に由来する要因、農作業者

の要因によって構成されること、②事故発生リスク

低減のためには、各要因についてのリスク評価に基

づく低減策の実施が必須となるが、農作業事故にお
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いては、特に、環境の要因と農機具に由来する要因の

アセスメントを優先すべきであること、③農民の高

齢化に伴うリスクの高まりが不可避であることを前

提に、リスク低減策を検討する必要があること、④多

様な環境下で、高齢な男女の農民が、多様な農機具を

使って、多様な作業を行う農業の特性を踏まえて、他

産業の安全衛生対策を取り入れる必要があること、

⑤農作業事故防止に安全衛生マネジメント手法の導

入が必要なこと、⑥農作業事故防止のためには、事故

事例分析に基づく情報の集積と、その情報を予防対

策に活用できる指導者の養成が課題となることを指

摘した。この対面調査を経て、耕種別に農作業事故に

結びつく具体的な要因に対する対策の提示が可能と

なった。 

本研究は、こうした研究背景を踏まえて、1. 過去

の対面調査で把握されていない、茶栽培農家の労働

負担及び災害事例の把握と検討、2. 農民への安全教

育方法の開発と評価、を目的に実施した。 

 

2-B. 研究方法 

1. 茶栽培農家の労働負担及び災害事例調査 

滋賀県甲賀市信楽町朝宮地区の、ある茶農家主へ

聴き取り（2018 年 4 月、調査①）、茶摘みイベント

での地元茶農家（10 人）から聴き取り（2018 年 5 月、

調査②）を実施した。調査①および②の質問項目は、

作業工程、作業環境、安全配慮、事故経験、身体症状

とした。また、可搬式摘採機（エンジン式）を用いた

茶刈り作業に従事するとともに（2018 年 6 月中旬、

調査③）、周りの作業者に対する観察を行った。摘採

機からの騒音と排気ガスへの曝露負担感は修正

Borg スケール、疼痛は VAS スケール（両者とも 0～

10）を用いて、作業に従事した調査者が自覚的に評

価した。同茶農家の可搬式摘採機を用いた秋番茶の

収穫作業時の個人曝露騒音、心拍数、活動強度を測定

した（2018 年 10 月実施、調査④）。対象者は 68 歳

男性で、個人曝露騒音計（Type 4448, B & K）を左

肩に装着し、1 分間の A 特性等価騒音レベルを 1 分

毎に記録した。左手首に心拍計（A360, Polar Electro 

Oy）を装着し、1 秒毎に心拍数を記録した。腰ベル

ト左側に加速度計測型活動量計（ HJA-750C, 

OMRON Corp.）を装着し、10 秒毎の活動強度を記

録した。解析では、作業時間を、収穫袋取り換えを含

む複数の畝の刈り取り作業（一連続作業）と、収穫袋

運搬を含む休憩に区分し、その作業中における各値

（騒音：等価騒音レベル、心拍数：平均値と最高値、

活動強度：中央値と 95%ile 値）を算出した。 

また、同茶農家から、過去の農作業事故について対

面調査を実施した。 

 

2. 農民への安全教育方法の開発と評価 

本研究では、以下の 3 課題を設定した。 

(1) 農作業安全に関する指導者研修に使用するテキ

ストの内容と研修手法の検討 

(2) 汎用性の高い、農業安全に関する「基礎教材」及

びその｢基礎教材解説書｣の開発 

(3) 農業安全に関する「基礎教材」及び｢基礎教材解

説書｣の試用評価 

 

(1) 農作業安全に関する指導者研修に使用するテキ

ストの内容と研修手法の検討 

 宮崎県農業大学校より「農作業安全指導者研修」の

依頼を受け、10 月 30 日に宮崎県農業総合試験場を

会場とした研修を企画実施し、評価した。対象者は、

農業改良普及員、県農業経営支援課職員、県 JA 中央

会職員、県 JA 共済連職員、県農業総合試験場ならび

に県農業大学校関係者、30 人。以下のプログラムで

実施した。 

①  9:00～10:30  事例検討（対面調査事例を用いた

事例を用いて、発生の原因と対策を、グループワ

ークで検討し、発表議論した。 

② 10:30～11:30 講義（農作業における「リスクア

セスメントの手順」を講義。 

③ 12:45～14:00 実地研修（小グループに分かれて、

農業総合試験場内「現場」を巡視し、チェックリスト

を用いたリスク評価やハザードマップに基づく対策

案を検討し、全体会で発表議論する。） 

④ 14:00～14:45 自らの体験の発表（参加者にあら

かじめ用意してもらった、ヒヤリハット事例や事故

体験を発表し、原因や対策について議論する） 

講義内容（教材を含む）、時間配分、参加者の反応
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などの視点から、共同研究者（日本農村医学会農機具

災害部会員 3 名）が相互に評価した。また、参加者

からの感想レポート（全課程受講参加者 17 名）に基

づいて評価した。 

 

(2) 汎用性の高い、農業安全に関する「基礎的事項」

解説テキストの開発 

 研究分担者ならびに研究協力者の所属する日本農

村医学会農機具災害部会は、2019 年度に「外国人労

働者安全衛生教育教材作成事業」の委託を受けてお

り、外国人農業労働者の安全衛生研修で使用するテ

キストが備えるべき水準は、農業安全における「基礎

的事項」研修で使用するテキストの到達レベルと同

一であるべきと考え、共同して開発に取り組んだ。 

1) 日本農村医学会農機具災害部会が実施した 630

例の対面調査結果を踏まえて、既に公開している「農

作業安全の手順 1、2、3」より「重要事項」と考えら

れる事項を抽出し、テキストの原案を作成した。 

2) 北海道大規模農家、滋賀県稲作専業農家、滋賀県

お茶栽培農家、沖縄パイナップル栽培農家、長野県畑

作農家、長野県果樹栽培農家などより、農作業安全に

関して聞き取り調査を行い、外国人農業労働者向け

安全衛生教育用テキストであることを前提に、内容

のブラッシュアップを重ねた。 

3) テキストの最終案をもとに、外国人農業労働者を

雇用している事業主及び幾つかの農場の外国人労働

者に評価を求め、最終案に修正を加え、「外国人労働

者安全衛生教育教材」最終版（日本語版を添付、日本

語版以外に 10 カ国語）｢安全に農作業をするために｣

を確定した（成果物 1）。 

4) この基礎テキストを使用して外国人研修生を指

導する雇用主向けの解説書「外国人労働者を雇用さ

れる方のためのパンフレット解説 農作業事故防止 

ここがポイント」（成果物 2：全 28 頁）を開発した。 

 

(3) 農業安全に関する「基礎教材」及び｢基礎教材解

説書｣の試用評価 

滋賀県内の稲作専業農家 2 名、ハウス野菜農家 2

名、畜産（肥育牛）農家 1 名、農業大学校教員 1 名、

農福連携実施作業所指導員 1 名の、計 7 名を評価者

とした。農家 5 名は、いずれのパート等補助作業者

の雇用経験があった。 

 各評価者に、農作業に伴う事故や健康障害を防ぐ

ための基本を学ぶ教材として、テキスト｢安全に農作

業をするために｣およびその解説書である、「外国人

労働者を雇用される方のためのパンフレット解説 

農作業事故防止 ここがポイント」を通読してもら

い、評価を依頼した。農業大学校教員には、自身が通

読するだけでなく、テキスト｢安全に農作業をするた

めに｣を授業に使用し、学生の反応と学生からの評価

を聞くことを依頼した。 

農家に求めた評価視点は、「自分自身の学習教材と

して、項目について、分量について」｢パート等従業

員に教育する際の教材として、項目について、分量に

ついて、「生産組合などでの学習教材として、項目に

ついて、分量について」である。 

農業大学校教員に求めた評価視点は、「自分自身の

学習教材として、項目について、分量について」｢学

生の教材として、項目について、分量について｣であ

る。 

農福連携作業所指導員に求めた評価視点は、「自分

自身の学習教材として、項目について、分量につい

て」｢従事する障害者に教育する際の教材として、項

目について、分量について」である。 

評価は、不適正、やや不適正、ほぼ適正、適正の 4

段階で、1 点から 4 点を配点した。また、評価理由や

意見については聞き取った。 

 

表 1 評価者の属性 

 

 

2-C. 研究結果 

1. 茶栽培農家の労働負担及び災害事例調査 

調査①：年間の主な作業は、一番茶（5 月上旬）、

二番茶（6 月中旬）、秋番茶（10 月中旬）の茶刈り、
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夏場 1 ヵ月半に 1 回の草刈り、肥料撒き 6 回と消毒

6 回であった。4.1ha の栽培面積を 3 人で（夫、妻、

娘婿）で管理していた。収穫期の作業時間は、朝から

16 時頃まで収穫し、工場内で加工業務を夜半まで行

う。茶刈りの作業日数は各々約 14 日間で、収穫期の

睡眠時間は、3 時間程度であった。 

 調査②：（図 1）茶作業従事者の症状として、膝関

節痛・腰部痛の訴えが多かった。狭い畝間を、摘採機

での刈り取り高さを均一に保ちつつ、両上肢で機械

を把持して横歩きで移動して刈り取り作業する。そ

の際、二人組で作業するので高さ調節が困難で、肘関

節屈曲位での拘束姿勢となり上肢の負担が大きく、

狭い空間を横歩きするので足腰の負担が大きかった。

その他、10 kg にもなる茶葉収穫袋を傾斜地で運搬す

る際の身体負担が課題として挙がった。作業環境の

問題として、畝列横の坂道の足場が悪い、畝間が狭

い、イノシシが掘った穴に足がとられ転倒・転落しそ

うになること、が指摘された。 

 

 
図 1 摘採機を用いた茶刈作業 

 

 調査③：可搬式摘採機を用いた作業時の負担評価

は、騒音（Borg: 9）、排気ガス（Borg: 9）、左上腕二

頭筋の疼痛 （VAS: 9）、左僧帽筋上部の疼痛（VAS: 

7）であった。 

 調査④：当日の収穫作業時間は 4 時間 20 分で、4

～5 畝を刈り取る一連続作業が 7 回行われた。休憩

を除いた実刈り取り作業時間は合計 3 時間 20 分、一

連続作業時間は 21 分 33 秒～32 分 34 秒であった。

一連続作業中の等価騒音レベルは 92.6～93.3dB で、

8 時間曝露に換算すると最小でも 88.9dB となり、許

容基準 85dB を超えた（図 2）。一連続作業中の心拍

数平均値は 107～116bpm、最高値は 128bpm であり

（図 2）、同活動強度中央値は 1.8～1.9METs、95%ile

値は 4.1～4.5METs であった。 

 

 

 

図 2 摘採機を用いた茶刈作業中の心拍数、暴露騒

音レベル 

 

 （図 3、4）2016 年 10 月 1 日 15 時頃、当時 59 歳

の妻が、農薬散布後の管理機を用いた畝間の耕運作

業中に、畝（畝の勾配 9°）の周りで方向転換する際

に跳ね飛ばされ（キックバック）、縁石上の苔で足を

滑らせて 2m下に転落し腰椎圧迫骨折（全治 6週間）

事故を起こしていた。当日の天候は曇りで、作業終了

後翌日の敬老会準備があったため、気が急いでいた。

転落後は、近くで作業していた夫を呼んで引き上げ

てもらった。10 月 1 日から 11 月 8 日まで、労災保

険の給付を受けた。事故後、茶木を切り縮め、方向転

換するスペースを 90cm から 110cm に拡大した。ま

た、縁石上の苔を取り除くようにした。 

 

 
図 3 事故体験 1 
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図 4 事故体験 2 

 

2. 農民への安全教育方法の開発と評価 

(1) 農作業安全に関する指導者研修に使用するテキ

ストの内容と研修手法の検討 

1) 事例検討 

 事例検討の教材は、630 例の対面調査の中から、

「事例 1 自宅倉庫からの転落事故」、「事例 2 コン

バインでの指巻き込まれ事故」、「事例 3 水路転落

事故」、「事例 4 トラクタによる水路転落事故」、「事

例 5 トラクタからの転落事故」、「事例 6 草刈機に

よる事故」、「事例 7 田植機に給油中の転落事故」、

「事例 8 自走式草刈機による転落事故」を教材と

して用意し、研修受講者で構成する小グループ毎に

2 事例の検討を求めた。 

 各事例には、発生場所や発生に関与した器具、被害

の状況を写真で示した。研修開始プログラムとして

実施したので、リアリティーを持って受け止められ、

研修への導入効果も認められた。地域や農業経営形

態や栽培作物に応じた検討事例を選択すれば、より

有効になると考えられた。リスクアセスメントの考

え方を提示する前に事例検討を求めた点は、教育効

果の視点から検討の余地があった。参加者の評価は、

好評だった。 

 

2) 講義 

 使用した教材は、630 例の対面調査結果を踏まえ

て、既に公開している「農作業安全の手順 1、2、3」

より抽出した 57 枚のスライドである。内容の構成は、

農作業事故に関する統計と概要、環境と物（農機具）

を重視したリスクアセスメントの考え方、高齢化に

伴いリスクを高める人の要因についての考え方、日

本農村医学会農機具災害部会が開発を進める、人の

認知・判断・操作能力を測定評価するための「モグラ

叩きゲーム」の紹介と利用方法、事故発生頻度の高い

器具（トラクタ、刈払い機、コンバイン、耕運機）の

リスク解説、脚立、高所作業、照度・騒音、緊急時の

対処方法とした。 

 あらかじめ予想された参加者が、農業改良普及員、

県農業経営支援課職員、県 JA 中央会職員、県 JA 共

済連職員、他農業総合試験場ならびに農業大学校関

係者という、農業の指導者であったため、リスクアセ

スメントの考え方に止まらない網羅的な内容の教材

とした。高密度でレベルの高い講義内容だったが、参

加者は熱心に聞いていた。ただし、講義時間に対して

講義内容が多すぎたため、後半 1/3 は「駆け足」講義

になっていた。受講者の感想では、リスクアセスメン

トのアプローチが、従来の「不注意対策」ではなく、

環境や物の要因に注目するアプローチであることを

理解したことを記した参加者が多くいたことから、

一定の教育目標は達成できたと考えられた。 

 研修対象者の特性（現場生産者か農業の指導者か）

や、地域や農業経営形態や栽培作物に対応した教材

編集と、講義時間の長さに合わせた教材の編集が課

題と考えられた。 

 

3) 実地研修 

 事前に、農業総合試験場を見学し、作業準備室、農

薬保管庫、花卉出荷室、管理機保管庫を実地研修会場

とした。作業準備室は研修生全員で巡視し、はしご

（角度、手すりの設置、ずれない工夫）、2 階の安全

柵、救急体制（水・救急用具整備状況、救急連絡網掲

示）の確認、照度と気温は、実際に測定器で計測し問

題点を検討した。他の実地研修個所も全員で巡視し

た後に、1 箇所につき 2 グループを配置し、事故を

引き起こす可能性のある事象（ハザード）の抽出およ

び安全対策案をグループ内で検討し「まとめ」を全体

会で発表討議した。 
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 農業総合試験場内には、各種の試験農園があり

様々な実地研修会場の設定が可能だったが、今回は、

農器具が関わらない事故を想定して、実地研修会場

を設定した。はじめに、参加者全員で、作業準備室に

ついてハザードの抽出や安全策の検討をおこない、

好対策の発見や施設管理者の対策意図などを聞くこ

とができたので、その後のグループごとの検討がス

ムーズに行えた。また、参加者の中に、一般製造業事

業所での安全対策経験者がおり、その経験に基づく

発言が全体討論の内容を高めた。 

 実地研修は、参加者からも評価が高かったことか

ら、研修方法として有効と判断できた。今後は、チェ

ックリストの活用を実践的に学べる場としても、実

地研修を準備することが課題と考えられた。 

 

4) 自らの体験の発表 

 事前に各自に書いてきてもらった事例を、休憩時

間にパワーポイントにして、1 例ずつ、事例の概要と、

自身が考えた事故原因と安全対策を報告してもらい、

全体での討論の後、事例毎に、講師がコメントした。 

 全体の時間が押して、十分な発表討議ができなか

った部分があるが、参加者の農作業安全に関する意

識の高さや発表能力によって、効果が変動する可能

性が考えられた。 

 

(2) 汎用性の高い、農業安全に関する「基礎教材」及

び｢基礎教材解説書｣の開発 

農業安全に関する「基礎教材」として、作業始める

前の重要 5 項目、作業中に注意すべき 10 項目、困っ

たときの対応 2 項目について、適切例、不適切例を

図示したテキスト｢安全に農作業をするために｣（全

12 頁）を開発した。また、この基礎テキストを使用

する指導者向け解説書「外国人労働者を雇用される

方のためのパンフレット解説 農作業事故防止 こ

こがポイント」（全 28 頁）を開発した。 

 

(3) 農業安全に関する「基礎教材」及び｢基礎教材解

説書｣の試用評価 

｢安全に農作業をするために｣および「外国人労働

者を雇用される方のためのパンフレット解説 農作

業事故防止 ここがポイント」は、教材として高い評

価を得た。「農作業安全についてのテキストを初めて

見た」との声や、「外国人研修生向けとのテキストと

は言うものの、殆どの内容は日本の農家にとって共

通しており、絵で表示されている点や、解説書がある

のでよくわかった。」｢パートさんや、うちの年寄り

も、わかりやすいと言っていた。｣などの声が聞かれ

た。農業大学校の教員からは｢絵があるので学生が危

険状況をイメージしやすい｣｢例年に比べて、学生の、

農作業安全に関する討論が活発だった｣との声が聞

かれた。農福連携作業所指導員からは「指導員とし

て、作業者の安全確保のために注意すべき事項が理

解できた」との評価を得た。 

要望および改善すべき事項としては、専業農家か

らは「農業機械に関する注意事項を追加してほしい」

｢出荷調整作業に関する注意事項を追加してほしい｣

｢肥育牛管理作業についての注意事項を追加してほ

しい｣との要望が出され、基礎事項とは別に、もう少

し詳しい内容の農作業安全テキストを希望する声が

あった。 

 

2-D. 考察 

1. 茶栽培農家の労働負担及び災害事例調査 

対象とした農家は、4.1ha の栽培面積を 3 人で（夫、

妻、娘婿）で管理していた。年間の主な作業は、一番

茶（5 月上旬）、二番茶（6 月中旬）、秋番茶（10 月中

旬）の茶刈りがあり、収穫期の作業時間は、朝から 16

時頃まで収穫し、工場内で加工業務を夜半まで行う、

過重な業務となっていた。しかも、茶刈りの作業日数

は、各々約 14 日間続くため、疲労の蓄積が生じやす

く、この時期に、ヒヤリハット経験も頻発するとのこ

とだった。また、夏場は 1 ヵ月半に 1 回の草刈りと、

肥料撒き 6 回、消毒作業が 6 回あり、いずれも、重

量物を背負い、足場の不安定な傾斜地で作業するた

め身体負担が大きいだけでなく、被災リスクも高く

なると考えられる。摘採機を用いた茶刈り作業では、

上肢の拘束姿勢が上腕二頭筋・僧帽筋（特に左）に疼

痛を誘発する負荷があり、狭く足場が不安定な畝間

を不安定な足場を膝軽度屈曲位で横歩きするため、

上肢系への負荷に加えて、膝関節周囲の軟部組織に
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負荷が加わると考えられた。この膝関節にかかる負

荷は、信楽地域の茶栽培農家の高齢者の膝痛や変形

性膝関節症発症と関連している可能性がある。また、

刈り取った茶葉を入れる袋が 10kg 以上あり、袋を抱

えて斜面の昇降や軽四貨物に袋を積載する作業では

腰部、膝関節への過大な負荷が認められた。摘採機を

用いた茶刈り作業時では、最高心拍数が 60 代の作業

者としては「ややきつい」（厚労省、2013）に相当す

る値まで上昇していた。また、摘採機のエンジン排気

口が作業者の顔近傍にあるため、排気ガスの暴露と

許容基準を超える騒音暴露が認められた。確認でき

た農作業事故としては、管理機の使用には不適切な

畝間の狭さと斜面の滑りやすい作業環境に起因して

2m の転落による腰椎骨折事故が発生していた。事故

後、被災農家は茶樹を一部伐採し畝間の拡張を行っ

ていた。急傾斜地での茶栽培では、傾斜度や作業内容

に適した畝間隔の確保が、事故予防に対策として重

要と考えられた。 

 

2. 農民への安全教育方法の開発と評価 

農作業災害を防止するためには、農民の行動変容

を促す安全教育が不可欠である。多様な自然環境下

で多様な耕種を扱う日本の農業は、作業方法や作業

環境も多様であるため、農作業災害の発生リスクに

対応した教育プログラムの編成が課題となっていた。

また、他産業では例のない高年齢従事者が農業では

一般化しているため、他産業で用いられている安全

教育手法や教材を農業に転用することには疑問があ

った。一方、農村医学会（学会農機具災害部会）が実

施した事故対面調査では、地域環境や作業内容や耕

種や被災者の性別や年齢情報に加えて、被災前の心

理状態や疲労･健康状態まで踏まえた被災リスクの

分析が実施されたことから、従来には無かった具体

的な安全対策が提示された。本研究では、事故対面調

査が提示した予防対策に基づいて開発した教育プロ

グラムや教材が、農作業災害の予防指導者の養成研

修や、農業安全に関する「基礎教材」として活用可能

か否かを検証した。 

農作業災害の予防指導者の養成研修に関する検証

は、宮崎県農業大学校が実施した「農作業安全指導者

研修会」を通じて実施した。研修対象者は、農業改良

普及員、県農業経営支援課職員、県 JA 中央会職員、

県 JA 共済連職員、県農業総合試験場ならびに県農

業大学校関係者で、農作業安全に関して基礎的知識

を有し、現場の農作業者に対する指導経験を有して

いた。指導者研修では、最新の農作業災害の実態や予

防対策に関する情報を伝えるとともに、参加型の研

修プログラムを体感し安全教育への活用を促すこと

を目的とした。準備したプログラムは、対面調査事例

を用いたグループワークによる「事例検討」、農作業

安全のすすめ方に関する講義形式の座学、作業準備

室、農薬保管庫、管理機保管庫等、研修会場の特性を

活かしたグループワークによる「実地研修」、参加者

にあらかじめ用意してもらった、ヒヤリハット事例

や事故体験を発表し、原因や対策について議論する

「自らの体験発表」であった。プログラムに対する参

加者の評価は、いずれも好評だった。事故対面調査で

集めた、事故が発生した現場や事故の原因となった

機械器具の写真を提示したことで、参加者が臨場感

を持って研修に参加することにつながった。また、グ

ループワークで事例検討や実地研修を実施したこと

が、ハザード発見体験の共有化と対策立案の広がり

に繋がった。プログラムの最後に配した、ヒヤリハッ

ト事例や事故体験について発表討論する「自らの体

験発表」は、研修を通じて獲得した安全衛生マネージ

メントアプローチを試行する機会になったと考えら

れた。 

今後の課題としては、各プログラムの内容の豊富

さに対して、設定された時間が短かった点がある。プ

ログラムの種類を減らしても、十分な時間をかけて

参加者が意見交換することで、学習をより深めるこ

とができるかもしれないと考えられた。また、参加者

の農作業経験の違いや農作業安全に関する意識レベ

ルの違いによって、学習効果が変動する可能性が考

えられることから、今後も研修教材やプログラムの

あり方については検討を重ねるべきと考えられた。 

農業安全に関する「基礎教材」の開発に当たって、

発生頻度の高い農作業災害、女性や高齢者のように

エキスパートではない農業従事者での被災事例、耕

種にかかわらず共通して発生している農作業災害に
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注目して、農業安全に関する「基礎」事項を選定した。

選定には、過去の疫学研究や日本農村医学会農機具

災害部会が対面調査結果を踏まえて、既に公開して

いる「農作業安全の手順 1、2、3」を参考にした。ま

た、本研究で開発した農業安全に関する「基礎教材」

は、外国人農業研修生向けの安全衛生教育で使用す

ることが想定されていたため、外国人研修生の日本

での生活上の注意事項も取り上げた。教材作成に当

たって、各地の農民の研修等にかけ得る時間の実態

より、テキストは 45 分以内で通読できる分量とした。

また、文字による解説は最小限とすることとし、絵に

よって「適切例」｢不適切例｣を示すことを原則とし

た。当初、農業安全な関する「基礎」事項として選定

した段階では最終案に比べて選定事項数が多くなっ

ていたが、現場農民や外国人農業研修生に対する聞

き取り調査により、項目数を再選考することができ

た。現場調査を行った地域には、大きく自然環境や農

業の形態が異なる沖縄や北海道が含まれ、地域や耕

種も異なる農家の意見を基に「基礎」事項を最終確定

できた。意見を聴取できたのは、男性のエキスパート

的農民だけでなく、女性や高齢農民、パート従事者、

外国人農業研修生からで、本テキストを利用するこ

とが想定されている方々からの意見を踏まえて、テ

キストを完成させることができた意義は大きい。完

成した農業安全に関する「基礎教材」（｢安全に農作業

をするために｣）に合わせて、教材を用いて研修を実

施する指導者（外国人農業研修生の場合は、雇用主）

の利用を想定した｢基礎教材解説書｣（外国人労働者

を雇用される方のためのパンフレット解説 農作業

事故防止ここがポイント」）を開発した。 

「基礎教材」（｢安全に農作業をするために｣）およ

び、｢基礎教材解説書｣（外国人労働者を雇用される方

のためのパンフレット解説 農作業事故防止ここが

ポイント」）の試用評価は、農業従事者 5 名、大学教

員 1 名、農福連携作業所指導員 1 名から得た。当初

の計画では、研修会などでの試用評価だったが、コロ

ナ禍の影響で計画の変更を余儀なくされた。ただ、評

価者は稲作専業農家、ハウス野菜専業農家、肥育牛農

家で、いずれもパート等の補助作業者の雇用経験が

あり、女性の評価も得た。また、農業大学校では、実

際の農業安全に関する授業での試用評価を得た。当

初の計画では想定していなかった、農福連携作業所

の指導員の評価を得たことも、貴重な情報となった。

評価者に共通していたのは「農作業安全に関するテ

キストを初めて見た」に代表される意見だった。この

意見は、農作業の危険性を関係者は共通して認識し

ているものの、適切な教材が無いという現状を反影

したものと受け取れた。教材の良い点として、「危険

性が明示されており対策も簡潔に示されているので

判りやすい」との評価を得た。外国人研修生に必要な

情報を伝える教材は、日本人農業従事者に対しても

情報伝達教材になり得ると判断できた。大学教員か

らは「教材は現場や災害をイメージしやすかったの

で、学生のグループワークが活発にできた」との評価

を得た。農業安全教育が教科書的知識の伝達で止ま

っていては、災害予防の実効性が低くなる。その点

で、開発した基礎教材が、学生のグループワークの活

性化に繋がると評価された意義は大きい。農業従事

者からは、自分が関わる農作業について｢農業機械に

関する項目｣と「より深めた内容」も要望された。基

礎教材を開発するに当たり設けた制約からみると、

エキスパート的農民に該当する評価者から出された

意見は、想定範囲の意見として受け止めることがで

きる。こうした要望に応えるためには、エキスパート

的農民や農業安全指導者向けのテキスト（仮称｢農業

安全教本｣）の開発が必要となろう。農福連携指導者

からは「基礎教材」を通じて農作業安全に関して初め

て学べたとの声とともに、「障害特性に合った注意事

項を教えてほしい」と要請された。高齢者とともに

「災害弱者」位置づけられる障害者の農作業安全に

ついては、さらなる研究が求められる。 

 

2-E. 結論 

山間傾斜地での茶栽培農家では、摘採機を用いた

茶刈り作業時の身体負担は大きく、狭い畝間を横歩

きするために膝への負荷が大きくなっていた。急斜

地での管理作業では転落事故も発生しており、急傾

斜地での茶栽培では、傾斜度や作業内容に適した畝

間隔の確保が、事故予防策として重要と考えられた。 

農作業事故対面調査結果より作成した教材を用い、



- 17 - 

グループワークによる「事例検討」、農作業安全のす

すめ方に関する講義形式の「座学」、農薬保管庫、管

理機保管庫等研修会場の特性を活かした「実地研修」、

「ヒヤリハット事例や事故体験報告会」をプログラ

ムとして実施した農作業安全指導者研修は、参加者

から好評価を得た。農作業事故対面調査結果は参加

型の指導者研修で、教材として有効に活用できた。 

日本農村医学会農機具災害部会と共同して、外国

人農業研修生及び日本人農業従事者向けに、農業安

全に関する「基礎教材」（｢安全に農作業をするため

に｣）とその解説書（「外国人労働者を雇用される方の

ためのパンフレット解説 農作業事故防止 ここが

ポイント」）を開発した。これら両教材は、5 名の専

業農家、1 名の農業大学校教員、1 名の農福連携作業

所指導員から良好な試用評価を得たことから、実践

的な利用が期待できる。 

農業安全に関する「基礎教材」の試用評価を通じ

て、専業農家や農業大学校教員からは農業機械に関

する注意事項など、より、詳細な農業安全委に関する

学習教材が求められた。農業安全指導者向けのテキ

スト（仮称｢農業安全教本｣）の開発が今後の課題と考

えられる。 

農福連携指導者からは、障害特性に合った農業安

全に関する注意事項の提示が要望された。高齢者と

ともに「農作業災害弱者」位置づけられる障害者の農

作業安全については、さらなる研究が求められる。 

 

 

研究 3（漁業） 

3-A. 目的 

船員は陸上からの支援を受けることが困難な生活

共同体であり、気象等の自然条件に左右され、かつ連

続乗船による長期間の労働、当直・出入港等での特殊

な交代勤務形態等にある。50 歳以上の船員は全体の

47%、このうち約半数が 60 歳以上となっており高齢

者の割合が高い。船員法 111 条報告では、漁業は陸

上に比べて労働災害が 8 倍多い。さらに、船員の疾

病 発生率は 0.81%であり、陸上 0.41%と比較して高

い。また、メタボリックシンドローム該当者の割合が 

27.3%と高く、生活習慣病による死亡の割合が高い。

脳・心臓疾患発生者のうち、海運業を含む運輸業・郵

便業は全事案の 3 分の 1 であり、漁業は全業種の中

で発生率が最も高く、雇用者 100 万人について 38.4 

件となっている。9 割以上が「長期間の過重業務」と

なっている。船員は職住が海上ということで揺れに

よって胃腸の活動が抑えられやすくヘルニア等によ

る腰痛も多くなる。さらに船内はスペースが限られ

ていることから運動不足になりやすくエネルギーの

消費も少ないため、肥満が多い。食事に関しては塩分

が多くなりがちで陸から離れているという特徴から

バランスの良い食事を摂ることも難しい環境である。

そのため一般の陸上労働者よりストレスが多いにも

関わらず、すぐに下船することや病院に行くのもま

まならず、さらに労働災害が多く命に関わるものも

少なくない。 

そこでストレス改善を促すこと等、職場の安全改

善を促進させる取組みが必要である。船員の健康確

保に向けて国土交通省では船員の働き方改革の取組

みの一環として、2019 年 9 月に、陸上の労働者の健

康管理や産業医学の専門家、 関係労使団体等を委員

とする「船員の健康確保に関する検討会」を開催し、

内航船員の健康確保対策に関する具体的な制度設計

について議論した。2020 年 10 月 19 日に「船員の

健康確保に向けて」を公表した。その概要としては、

① 船員の健康診断のあり方、② 船員の過重労働対

策、③ ストレスチェック等のメンタルヘルス対策、

④ 船員向け産業医の導入等である。陸上より隔離さ

れた環境にあり住職一体となっている船舶の特徴の

ため、健康管理に向けて、情報通信機器を活用した対

応が船内でもできるよう、国は実証実験等の知見を

通じて、情報通信機器を活用した面接指導等を実施

する医師、使用する情報通信機器や通信の状況、プラ

イバシーへの配慮等の留意事項についてのガイドラ

インを作成するとしている。また、船員向け産業医は

海上労働に関する制度や船内環境等の海上労働の特

殊性に関する情報が必要である。国は、DVD や e ラ

ーニング等を活用しつつ、産業医向けに船員の働き

方等について学ぶことのできる機会の確保をあげて

いる。  

以上の状況を踏まえて、1. 船員向け自主改善活動
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の研究、2. 遠隔での船員の労働安全衛生体制の構築

の 2 つのテーマで研究を進めていく。 

 

1. 船員向け自主改善活動の研究 

船員向け自主改善活動（以下 WIB）は、現在は水

産庁水産基本計画、国土交通省第 11 次船員災害防止

計画に取り入れられ、積極的に実施をされている。受

講者へのアンケート及び、労働災害の統計によりそ

の効果を考察する。 

 

2. 遠隔での船員の労働安全衛生体制の構築 

情報機器を活用した遠隔での船員の労働安全衛生

体制の構築その内容を実現するために産学による社

会実験を実施する。陸上労働者に関する制度・取組み

を参考にしつつも、陸上労働にはない海上労働の特

殊性（勤務場所等と管理事務所との位置関係、勤務形

態、保健医療へのアクセシビリティの制約等）を配慮

する必要がある。船員は陸上に比べて疾病率が高く、

その職場環境から医療機関を受診する機会を逸して

いる。その中で、陸上の制度を基にしながらも、職住

一体となった交代制勤務等の船員の労働環境の特殊

性を考慮しなければならない。また、コロナ禍の影響

もあり船社、医療機関の負担を低減させる必要があ

る。国土交通省のアドバイスを受けながら、効率化と

ICT 技術を活用してオンライン等の健康相談体制に

ついて社会実験を行い、その効果について考察する

ものである。 

 

3-B. 方法 

1. 船員向け自主改善活動の研究 

WIB は、現在は水産庁水産基本計画、国土交通省

第 11 次船員災害防止計画に取り入れられ、積極的に

実施をされている。受講者へのアンケート及び、労働

災害の統計によりその効果を考察する。 

 

2. 遠隔での船員の労働安全衛生体制の構築 

海上の船員に対して情報通信機器等を活用して産

業医活動が行うことができるか、海上の船員に対す

る産業医活動のために開発したシステムが適切に稼

働するかを確認するための社会実験とする。 

① 長時間労働者への面接指導について勤務時間管

理についての記録（船内記録簿）より、規定以上（80

時間）の長時間労働者に対して集計して、通知して医

師との面接を促す。船員がアプリ（または電話）で都

合の良い時間の予約をして、遠隔で面談する。  

② 労働者の健康と安全を守るため労働安全衛生法

の一部を改正する法律が 2014（平成 26）年 6 月 25

日に公布され、その改正項目の中にストレスチェッ

ク制度がある。この制度では事業所における労働者

の心理状態を把握するためにストレスチェックを行

うことを労働者数が 50 人以上の事業所で義務化し、

50 人未満の事業所では努力義務とする制度であり、

定期的（年に一度）なストレスチェックを義務付ける

ことで自分自身のストレスがどの程度であるかを自

覚してもらいメンタルヘルスの不調リスクを軽減さ

せ、各事業所における検査結果からストレスの要因

を評価することで職場環境の改善を進めることを意

図している。その実施に当たり、厚生労働省はストレ

スチェック実施プログラムを提供して、各事業所で

導入がスムーズにできるようにし、職業性ストレス

簡易調査票の 57 項目とそれを簡易的にした 23 項目

の 2 種類からストレスチェックを受けることができ

る。さらに、受験した集団に関しての集計や分析する

ことができる。（一財）海技振興センターでは、その

プログラムに船員独自のストレスに項目を追加した

プログラムと、さらに集団分析プログラムを作成し

た。ストレスチェックについて 船員がスマートフォ

ンアプリ（または紙）で船員が実施する。 高ストレ

スと判定された船員は、アプリ（または電話）で都合

の良い時間の予約をして、遠隔で面談する。ストレス

チェックアプリの作成には Google フォームを用い

た。Google フォームは Google によって無料で提供

されているサービスのひとつであり、結果を個人ご

とや質問ごとに集計することができ、メールや URL

で簡単に共有することができる。このフォームでは

個人へのメールや集団ごとの集計を行うことができ

ないが他のサービスである Google スプレッドシー

トや Google ドキュメントなど連携し、GAS（Google 

Apps Script）のプログラミングにより、これらの自

動化を実現することができる。 
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③ 衛生委員会について産業医は疾病、健診の結果報

告、職場の点検状況等を、船社の担当者が産業医を事

前に予約しオンライン（または来訪）で衛生委員会を

開催する。 

④ 産業医による職場巡視について 衛生担当者が巡

視した結果を、適切に、画像や動画付きで、産業医及

び陸上事務所に伝える。職場巡視の支援ツールとし

て WIB チェックリストを Web で提供する。 

運営体制として大学が企画とアプリの開発、病院

が産業医による面接を調整する。産業医は船を見学

するなど、職場環境の理解を深める。中部地方、近畿

地方、中国地方（離島）の内航船社の協力により、ス

トレスチェック、長時間労働者に対する健康相談、産

業医による職場の指導等を実施する。期間としては、

2020 年 10 月中旬から 2022 年 3 月を予定し、衛生

委員会、職場巡視の記録、産業医との面接内容、船員

へのアンケート調査等で評価する。社会実験の成果

を船員の健康管理体制のモデルにしたいと考える。 

 

3-C. 結果 

1. 船員向け自主改善活動の研究 

(1) WIB 船内自主改善活動の効果 

 水産庁補助事業「安全な漁業労働環境確保事業」講

習会では、漁業の労働環境のカイゼンや海難の未然

防止等の知識を持った「安全推進員」を養成した。そ

の中心に、参加型自主改善活動（POAT）をベースに

した、WIB として、良い改善事例の紹介と選択、ア

クション型チェックリストと改善の使い方シートの

講習、可能な時は船の点検を行った。5 年間で毎年

500 人、計 2,500 人を養成する予定だったが、2013

（平成 25）～2017（平成 29）年度に北は北海道稚内

市から、南は沖縄県那覇市まで全国約 137 箇所で講

習会を行い、約 4,758 人が安全推進員となった。 

また、170 隻が職場点検のワークショプに参加し

て、228 件の改善が提案された。重点的に進んだ地域

があり、島根約 200 人、岩手約 400 人が受講した。

特に、岩手県は 5 回の開催すべてで所管の労働基準

監督署長が挨拶をして、WIB の活動を後押した。さ

らに、地域によっては労働基準監督官が WIB をベー

スに改善計画を進めており、改善の促進とともに、作

業手順の作成を行った。さらに岩手県庁が 2～3 年の

計画で別途予算をつけて良い事例のモデル化をして

ほしいということで、WIB と並行して改善モデルの

形成と啓発、水産物の付加価値向上を目指した。 

 

表 2 実施結果 

 

 

漁業カイゼン講習会について、参加者に講習会後

に無記名によるアンケート調査を行った。2012（平

成 24）～2013（平成 25）年度の参加者のアンケート

調査では、講習会が「わかりやすさ」では、「わかり

やすい」が 83.4%、「わかりにくい」は 2.5%、「どち

らでもない」は 14.1%であった。「役に立った（有効

性）」は 87.6%、「役に立たない」1.5%、「どちらでも

ない」は 10.9%であった。自主改善活動については

（n=951）、「わかりやすい」「役に立った（有効性）」

は 87.6%、「役に立たない」1.5%、「どちらでもない」

は 10.9%であった。自主改善活動については、「わか

りやすい」が 83.5%、「わかりにくい」は 2.5%、「ど

ちらでもない」は 14.0%であった。「役に立った（有

効性）」は 85.7%、「役に立たない」0.9%、「どちらで

もない」は 13.4%であった。安全推進員の講習、自主

改善活動のいずれにおいても「わかりやすさ」、「有効

性」は高い値を示し、否定的な意見は少数であった。 

講習会の後、参加者に実際に漁船の点検をして改

善案を出すプログラムを 2014 年 8～10 月に 10 ケ所

で行った。110 隻が参加して、228 件（平均して一隻

あたり約 2.1 件）の改善案が提案された。 

提案された改善案を、「作業方法改善」、「設備改善」、

「教育」、「安全確認の徹底」、「注意喚起」の 5 種類

の対策に分類した結果（図 5）、「作業方法改善」10.6%、

「設備改善」75.2%、「教育」3.1%、「安全確認の徹底」
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10.2%、「注意喚起」0.9%となり、設備改善等の実用

的な改善が多数を占めた。改善内容から改善に必要

な費用の概算を「費用がかからない」、「費用が 1 万

円未満」、「費用が 1 万円以上」の 3 つに分類したと

ころ、「費用がかからない」は 31.1%、「費用が 1 万

円未満」は 29.7%、「費用が 1 万円以上」は 39.2%

となった。 

 

 

図 5 改善案（事故対策案）の分析 

 

講習会の後も各地で自主的な改善が進められた。

特に加者数の多い岩手県では、岩手県漁連、岩手県労

働局、岩手県定置網協会の協力の下もと各地で改善

活動が行われ、着実に効果がでている。図 6 は青森

県陸奥湾のホタテ漁船の改善例である。船上の照明

を LED に変えることによって、足元が明るく作業し

やすくなったとともに、燃費も良くなりコスト削減

につながった。 

 

 

図 6 青森での具体的改善例 

 

(2) WIB 自主改善活動の効果 

船員の労働災害防止のために国土交通省、水産庁

の支援により、全国で講習会を開催した。2011 年～

2017 年に国土交通省に報告された「船員災害疾病状

況報告書（船員法 111 条報告）」を分析し、その効果

を考える。 

 2011 年～2017 年に国土交通省に 4,564 件報告さ

れ、漁船が 2,437 件、商船その他が 2,127 件であっ

た。 

 漁船では、2013～2017 年に漁業安全確保事業にお

いて、全国約 137 か所で約 4,758 人が受講した。講

習会を 2015 年以前に複数回実施した地区、一回だけ

実施した地区、まったく実施しなかった地区に分類

して海運支局毎に労働災害数を時系列に分析した。

国土交通省の統計は漁船漁業を対象としているため

に、遠洋、沖合漁業を対象にした講習会を分析した。

また、地区は 7 年間で災害が 40 件以上発生した海運

支局を対象とした。対象地区は全体の 70%を占めて

いた。 

1) 水産庁事業及び全日本海員組合の協力により、講

習会を複数回実施した地区として、島根、鳥取、鳥羽、

石巻、八戸、釧路の 6 地区であった。災害件数は 728

件であり全体の 29.9%であった。平均を見ると減少

の傾向がみられた。実施前の 2011 年～2014 年の災

害数の平均と、講習会実施後の安全意識が向上した

2015 年～2017 年の数値を t 検定した結果、危険率

5%で有意差がみられた。 

 

 
図 7 複数回実施した地区の労働災害発生数

（n=728） 
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図 8 1 回実施した地区の労働災害発生数

（n=357） 

 

2) 水産庁事業及び全日本海員組合の協力により、講

習会を 1 回実施した地区として、長崎、鹿児島、佐

世保、福井の 4 地区でした。災害件数は 357 件であ

り全体の 14.6%であった。平均を見ると減少の傾向

があまりみられなかった。 

3) 講習会を沿岸、沖合漁業向けに一度も行っていな

い地区として、高知、熊本、神戸本局、福島、根室で

した。災害件数は 615 件であり全体の 25.2%であっ

た。平均を見ると減少の傾向がみられた。 

 

 
図 9 実施していない地区の労働災害発生数

（n=615） 

 

2. 遠隔での船員の労働安全衛生体制の構築 

本実験での結果を示す。社会実験は 2020 年 11 月

～2022 年 3 月の予定であるが、2021 年 3 月現在は

以下の 5 社の協力で社会実験を実施している。実験

の途中であるが、有益な知見を得られたので報告す

る。 

A 社 中国地方の離島にある従業員約 20 名の旅客・

観光船の会社 

B 社 中国地方の離島にある従業員約 40 名の土砂

運搬船の会社 

C 社 中国地方にある従業員約 140 名の内航貨物船

の会社 

D 社 近畿地方にある従業員約 20 名の内航貨物船

の会社 

E 社 中部地方にある従業員約 70 名の内航貨物船

の会社 

 

それぞれの状況を以下の様にまとめた。 

① ストレスチェックの状況 

C 社、D 社を除く 3 社が参加して実施した。A 社

では 14 名がストレスチェックを行い（その中で Web

アプリ利用は 6 名）高ストレス者は 2 名であり、B

社では 15 名がストレスチェックを行い（その中で

Webアプリ利用は7名）高ストレス者は2名であり、

E 社では 28 名がストレスチェックを行い（全員が

Web アプリ利用）高ストレス者は 7 名であった。Web

版ストレスチェックを受験した高ストレス者に対し

ては、結果の数値ともに、産業医との面談を促す文章

と連絡先の Web による予約案内、電話番号を案内す

るメールにて返信した。産業医との面談を希望する

船員はいなかった。ストレスチェックを利用者に使

い勝手を聞いたところ、数人メールアドレスの入力

ミスがあったとのことだが、特段問題なかった。 

② 長時間労働者への面接指導について 

各社に依頼したが、回答のあった A 社と B 社は長

時間労働の該当者がなかった。今後は他の会社の協

力を得て、対象者を抽出して、産業医との面談を促す

予定である。また、船舶と病院を遠隔で通信した際

に、船員の居室や倉庫からも通信できたことを勘案

すると、船員が居室から直接医師に相談した場合で

も、十分に対応できると考えている。 

③ 産業医について 

A 社、B 社で遠隔で安全衛生委員会を模した、ミ

ーティングを開催した。 

A 社での詳細を示す。 
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2020 年 11 月 16 日 13 時 30 分～50 分 

A 社 社長 支配人、（中国地方の離島） 

神戸マリナーズ病院 産業医 （神戸市） 

Zoom を用いて、遠隔で通信した。 

 

A 社 巡視 2020 年 11 月 16 日 14 時 15 分～25

分 

フェリー（198t） 船長 支配人  

神戸マリナーズ病院 産業医（神戸） 

 

C 社 船内巡視 記録 

日時 2020 年 12 月 14 日 14 時～14 時 40 分 

メンバー C 社 内航貨物船（699t）船長 乗組員 

船社社員 （四国地方） 

神戸マリナーズ病院 産業医（神戸市） 

神奈川大学 （横浜市） 

 Zoom を用いて、遠隔で通信した。船専用の Wi-fi

設備はあるが、甲板等を巡視する際は港湾にある既

設の設備でインターネットにアクセスした。 

 初めに、船長に船の概要、運航スケージュールを確

認し、次に船内の労働災害、疾病状況を聞いたとこ

ろ、特に問題はなかった。船員はみんな腰痛になって

おり、荷役の後少し休憩して運航につくという対策

をしてストレスをためないようにしている。同じメ

ンバーで乗船をしているために、コミュニケーショ

ンは取れている。 

 次に、ブリッジ→居室→風呂→食堂→厨房→甲板

→機関室と遠隔で巡視をした。 

産業医からのアドバイスとして「新船でもあり、凹

凸には警戒塗装がされる等、よく整備されている。ま

た、小さいことでも問題があれば、改善を挙げてほし

い。腰痛については船内でもできる腰痛体操がある

ので、参考にしていただきたい。実験実施後にもイン

タビューをしたところ、映像も音声も明瞭で、気軽な

雰囲気で会話ができたと好評であった。 

 

3-D. 考察 

1. 船員向け自主改善活動の研究 

 講習会を実施した地区、しなかった地区で比較す

ると実施した地区は労働災害の減少傾向であった。

もちろん各地区では、自主改善活動以外の安全活動

を行っているかもしれないが、ある程度の効果があ

ったと考えられる。自主改善活動は低コスト、短時間

で効果が上がる方法であり、今後も未実施地区でも

実施することにより、労働災害の減少に役立つと考

えられる。 

以上の成果を本事業で報告書(船員版 参加型職場

環境改善の手引き：成果物３)を作り、各関係機関に

配布して 2 月に船員政策課を通じて 600 部を全国に

配り監理官の勉強テキストと使用するように依頼を

している。 

 

2. 遠隔での船員の労働安全衛生体制の構築 

社会実験を実施した結果、以下の事が明らかにな

った。 

① ストレスチェックについて 

・ストレスチェックのチェックシートを船内で情報

通信機器等を活用して、適切に記載することができ

た。 

・記載した内容について、船員から医療機関に適切

に伝えることができた。 

・ストレスチェックの結果の集団分析を行うことが

できた。 

② 長時間労働者への面接指導 

・長時間労働者への面接指導については、今回は対

象者がいなかったためにできなかった。今後実験を

行う予定であるが、停泊中の船室や倉庫等からも映

像や音声が明確に通信できた。 

③ 産業医について 

・産業医と相談して巡視する事項について、衛生担

当者が巡視した結果を、適切に、画像や動画付きで、

産業医及び陸上事務所に伝えることができた。 

④ 産業医面談に関わる予約システム等について 

・産業医面談向けに開発した予約システムが適切に

稼働する。ストレスチェックの集団分析用に作成し

た集計システムが適切に稼働できた。 

 

3-E. まとめ 

WIB が国土交通省第 11 次船員災害防止計画に取

り入れられ実績をあげている。 
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遠隔での船員の労働安全衛生体制の構築では、遠

隔通信機器について、映像や音声は利用者が満足の

いくものであったが、照明の工夫やイヤホンの活用

により、より質の向上が図られる。ストレスチェック

等のスマートフォンアプリケーションの活用や、パ

スワード付きファイルの活用等でセキュリティも保

持できると考えられる。 

船員向け自主改善活動の導入を促し働きやすい職

場の実現を目指すために今後も研究を継続する。 

 

 

研究 4（林業） 

4-A. 研究背景および目的 

 日本の林業労働災害は、1972 年の労働安全衛生法

施行後、他産業と同様に 1980 年をピークに劇的に減

少した。しかし、1990 年からはその減少傾向が鈍り、

死傷年千人率で 30‰前後を推移している。2016 年

の林業の死傷年千人率は 31.2‰に止まり、全産業平

均 2.2‰の 14.2 倍に相当する。また、死亡災害発生

件数も毎年 40 人前後を変動しており、一向に減少す

る兆しが見られない。これらの数値は、林業が日本で

最も危険な産業のひとつであることを示しており、

厚生労働省は 2008 年からの第 11 次労働災害防止計

画、ならびに 2018 年からの第 13 次労働災害防止計

画においても林業を労働災害多発業種に指定し、リ

スクアセスメントの徹底など林業労働災害の減少に

向けた対策に国を挙げて取り組んでいるところであ

る。一方、林業労働者の給与と処遇は低く、しかもき

つく危険な作業では、林業は魅力の乏しい職業と言

わざるを得ない。新規就業者を確保・定着させるため

には、まず労働災害を撲滅して、彼らが安心して働け

る労働環境を確保することが大前提になると考える。 

 林業・木材製造業労働災害防止協会のホームペー

ジから、2001～2017年の17年間に発生した合計753

件の死亡災害のデータを収集して作業別に集計した。

その結果、伐倒作業が全体の 57.9%を占めており、

最近 4 年間の平均では 65.3%に増加していることが

明らかになった。日本の森林は急傾斜地に広く分布

しており、伐倒作業の多くをチェーンソーに頼らざ

るを得ず、林業機械化による労働環境の改善が進ま

ない状況にあり、林業労働災害を撲滅するためには

チェーンソーによる伐倒作業が最重要課題である。 

 チェーンソーによる傾斜地での伐倒作業など危険

な作業を避けることのできない林業において、林業

労働災害の撲滅を目指すためには、労働安全衛生管

理体制を整え、考えられる労働安全衛生対策をしっ

かり行うことが求められる。そこで、本研究では、林

業労働における死亡災害を分析し、「見える化」でき

る安全対策によって林業現場の労働環境の改善を進

める取り組みを開発するとともに、職場のコミュニ

ケーションを促進し安全に関する職場風土を醸成す

るツールの開発を行うことを目的とする。 

 

4-B. 研究方法 

1) 林業労働災害の分析 

 林業・木材製造業労働災害防止協会のホームペー

ジで公表されている林業死亡災害速報一覧を閲覧し、

2001（平成 13）年から 2017（平成 29）年の林業死

亡災害全 784 件のデータを集め、原因別ならびに状

況別に分類し、林業労働災害を減少させるための労

働環境改善策として、14 の「見える化」できる対策

を考察した。 

 

2) 林業版 WISE（WIFM）の開発 

 神奈川大学の久宗周二教授の協力を得て、船内向

け自主改善活動 WIB（Work Improvement on Board）

を基に、林業向け自主改善活動 WIFM（Work 

Improvement on Forest Management）の原案を作

成した。さらに、林業労働の死亡災害分析結果から得

られた 14 の対策、ならびに 3 つの優良林業事業体と

静岡県「緑の雇用」研修で行われている具体的な安全

対策に関する聞き取り調査から得られた独自の安全

対策から、「見える化」できる 35 の労働環境の改善

例のリストアップを行なった。その後、全国の 41 林

業事業体に配布し、11 事業体 15 グループからの回

答と 3 箇所での試行結果からフィードバックを行う

とともに、最新の安全器具類を取り入れて、チェック

リストのブラッシュアップを繰り返した。 

 

3) 林業安全ゲームの開発 
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 林業安全ゲームのチェーンソー伐木作業編は、ボ

ゴール農業大学の Efi Yuliati Yovi 博士が、安全教育

を受けないまま林業に従事しているインドネシアの

労働者のために開発したものであり、低コストでゲ

ームを楽しみながら安全知識を学ぶことができるボ

ードゲームである。愛媛大学では、2016 年度から 3

年間の JSPS 二国間交流事業の助成を受けて、ボゴ

ール農業大学と国際共同研究を行い、日本語版の林

業安全ゲームの開発研究を進めてきた。その後、林業

事業体等での試行を繰り返し、林業安全ゲームのゲ

ームボードとカード、ならびにルールの改良を進め

てきた。林業安全ゲーム・チェーンソー伐木作業編を

50 セット印刷し、日本全国の 34 の林業事業体等に

配布し、静岡県の森林組合他 4 事業体から試行した

感想や意見を収集した。また、静岡県と愛媛県の 4 林

業事業体、ならびに静岡県と愛媛県の「緑の雇用」研

修で試行を行った。これらの得られた意見や不具合

を参考に、主にカード内容の修正によるブラッシュ

アップを行い、林業安全ゲーム・チェーンソー伐木作

業編第 2 版を 50 セット印刷した。 

 

4-C. 研究結果 

1) 林業労働災害の分析 

 林業死亡災害の分析を行い、林業労働災害を減少

させるための労働環境改善策として、以下の 14 の

「見える化」できる対策を考察した。 

① 目撃者のいない自発災害 

 単独作業もしくは班員と離れた場所での作業中に

発生し目撃者のいない死亡災害は、年間 13.9 件のペ

ースで発生している。発見が遅れやすいこのような

災害の対策として、自動警報装置の使用が考えられ

る。 

② かかり木処理中の災害 

 かかり木による死亡災害は、年間 8.1 件のペース

で発生している。やむなくかかり木のそばを離れる

場合は、テープ等で危険箇所を表示することが対策

として考えられる。 

③ 近接作業による他発災害 

 うっかり立入禁止範囲に侵入し、他の作業員の作

業に巻き込まれる死亡災害は、年間 5.9 件のペース

で発生している。作業員同士が近づき過ぎているこ

とに気づかず発生する災害には、近接警報装置の使

用が効果的である。 

④ 伐倒方向の変化による災害 

 予定していた伐倒方向と異なる方向に木が倒れる

ことによる死亡災害は、年間 4.3 件のペースで発生

している。伐倒方向を確認するために、受け口の方向

をチェーンソーのガンマーカー等でしっかり確認し

てから、伐倒作業を行う必要がある。 

⑤ 伐倒作業中の落下物による災害 

 伐倒作業中に枯れ枝等が飛来落下してくることに

よる死亡災害は、年間 3.5 件のペースで発生してい

る。なお、落下物としては、かかり木処理中のかかり

木の落下が最も多くなっている。伐倒木の上方をし

っかりと確認する必要がある。 

⑥ 伐倒作業中の退避ミスによる災害 

 伐倒作業中に、退避の時期や方向を誤ったために

発生した死亡災害は、年間 2.6 件のペースで発生し

ている。対策としては、退避路を伐倒前に確保し、障

害物等を除去しておく必要がある。 

⑦ 走行中の機械の転落災害 

 フォワーダ等の車両系機械が道路から転落するこ

とによる死亡災害は、年間 2.1 件のペースで発生し

ている。対策としては、集材路等の見えづらい箇所や

危険箇所にポールやテープ等による表示を行い、オ

ペレーターに注意を喚起する必要がある。 

⑧ 機械作業中の他発災害 

 機械作業中の巻き込まれによる死亡災害は、年間

2.1 件のペースで発生している。対策としてはいつで

も会話ができるハンズフリーの双方向無線機の使用

が考えられる。また、近接警報装置の使用も効果的で

ある。 

⑨ 伐倒作業中の幹裂けによる災害 

伐倒中の立木の幹が裂けたことによる死亡災害は、

年間 1.8 件のペースで発生している。伐倒作業中の

幹裂けを避ける方法として、胴巻き、三段伐り、追い

弦切りといった方法が挙げられる。 

⑩ 伐倒作業中の隣接木への接触による災害 

 伐倒木が隣接木に接触して跳ね返ることによる死

亡災害は、年間 1.1 件のペースで発生している。伐倒
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方向の障害物が除去されているか、しっかり確認す

る必要がある。 

⑪ 機械作業中の車外放出による災害 

 機械作業中にオペレーターが車外に投げ出される

ことによる死亡災害は、年間 0.9 件のペースで発生

している。対策としては、シートベルトの着用義務化

あるいは密閉式キャブの使用が考えられる。 

⑫ 蜂刺されによる災害 

 蜂刺されによる死亡災害は年間 0.9 件のペースで

発生している。ポイズンリムーバーやアナフィラキ

シー補助剤（エピペン等）を常備しておく必要があ

る。 

⑬ 機械の横転による災害 

 作業中に機械が横転することによる死亡災害は、

年間 0.7 件のペースで発生している。機械の横転の

原因のひとつ過積載によるものが考えられる。過積

載を防ぐための対策として、安全積載量の目安とな

る目印等付けることが考えられる。 

⑭ 熱中症による災害 

 熱中症による死亡災害は年間 0.5 件のペースで発

生している。熱中症等の気象による災害を防ぐ対策

として、休憩小屋の設置が考えられる。 

 

2) 林業版 WISE（WIFM）の開発 

 林業労働災害分析の結果を基に 45 の改善例にま

とめたチェックリスト 1 を作成した。その後、3 つ

の優良林業事業体と静岡県「緑の雇用」研修で行われ

ている具体的な安全対策に関する聞き取り調査を行

い、以下の「見える化」された安全対策を抽出した。

これらの結果を基に、林業により適した 37 の改善例

のチェックリスト 2 に改良した。 

・緊急時の避難場所、連絡先を立て看板で現場に設

置する 

・災害時に救急車と落ち合う、ランデブーポイント

を提示する 

・各自の改善目標を提示する 

・朝夕にツールボックスミーティングを実施し、危

険箇所や合図、体調等を確認し合う 

・作業ごとの正しい服装を示し、お互いに確認し合

う 

・機械作業等で作業者同士のタイミングを合わせる

ため、ハンズフリーの双方向無線機を使用する 

・ヘルメットの裏側に使用期限を書いたシールを張

り付ける 

・緊急時に応急処置ができるように、救急セットを

携帯する 

・正しく目立てされたチェーンソーを使うため、ソ

ーチェーンの目立ての基準を、切りクズの大きさで

判断する 

・一定の角度で鋭く研磨する為に、作業がしやすい

位置に万力などで固定して行う 

・チェーンソーの機械の不調による事故を防ぐため、

日点検、週点検、月点検を行う 

・自分自身の技能レベルを把握するために、定期的

に伐倒作業の技能評価を行う 

 しかし、「気をつける」「心がける」「注意する」な

ど、感覚や経験に頼る部分が多く、「見える化」がで

きていない項目がいくつか見受けられたので、11 事

業体 15 グループの 123 名の試行を通して、労働安

全衛生対策の「見える化」に重点を置いた修正を加え

ながらチェックリストの改良を続け、より簡易に

WIFD を実施できるように改善例を 35 に減らした

チェックリスト 5 とマニュアル（WIFM（林業向け

自主改善活動）マニュアル 2019 年版：成果物 4）

を作成した。 

 さらに、三重県、愛媛県、高知県の 3 県における

研修や講義での試行を通して、安全のポイントを示

すだけで十分に「見える化」ができていない項目や安

全規則に載っている遵守項目を除外する観点で再検

討を行い、チェックリスト 6 では 25 項目に削減し

た。 

 改善例の中には、労働環境の改善ではなく安全意

識の改善に関するものもまだあり、林業安全器具の

開発も進んでいるため、改善例の見直しを行うとと

もに、改善例の差し替えと追加を行ない、最終的に以

下の 30 の改善例にまとめたチェックリスト 7 を完

成した（成果物 5）。 

1. チェックリストを使って、始業前のツールボック

スミーティングの確認を行う。 

2. スマホによる作業日報管理システムを使って、日
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報の記録と管理の自動化を行う。 

3. 作業者の服装が適切かどうか(ヘルメット、防振手

袋、防護ズボン、イヤーマフ、保護網、あご紐、靴等)、

ドレスコードを作って作業者同士で確認し合う。 

4. 緊急連絡網などを表示し、事故が起きた際の対応

を全員がよく理解するようにする。 

5. 現場ごとに救急車とのランデブーポイントを消

防署と決めておく。 

6. ヒヤリハットがあればその日の作業後に報告し、

危険予知（KY)を全員で共有する。 

7. 各自が作業に関する改善目標を毎週立てて、全員

に見える化する。 

8. 携帯式救急セットを各自携行するとともに、車に

は救急箱を用意する。蜂や毒虫対策にポイズンリム

ーバーを携行し、蜂アレルギー者にはエピペンを携

行する。 

9. ヘルメットの使用期限を確認して、ヘルメットに

明示する。 

10. 作業員間と機械オペレーターとの連絡は、ハン

ズフリー双方向無線機で行う。 

11. 労働災害の発見遅れをなくすために、異常を周

りに知らせる自動警報装置を使う。 

12. 他発による巻き込まれ事故を防ぐために、また

危険箇所の認知のために、近接警報装置を使う。 

13. 携帯が通じない不感地域の通信環境を改善する

ために、LPWA 通信網を利用したジオチャットを導

入し、安全性と生産性の向上を図る。 

14. 林業安全ゲームを使って、年代を超えた職場内

のコミュニケーションを改善する。 

15. 夏場の現場作業での熱中症を防ぐために空調服

を使う。 

16. パワーアシストウェアを使って重筋労働の負担

を軽減する。 

17. 作業に必要なノウハウや安全のポイントを表示

するインテリジェントヘルメット。 

18. チェーンソーの目立ての目安を決めて、いつも

適切に目立てされたチェーンソーを使う。 

19. 伐倒前の上方、周囲、退避路の確認のポイントを

身につけるために、危険作業体験 VR シミュレータ

ーを使って擬似体験させる。 

20. 受口がねらった伐倒方向に向いているか、レー

ザーポインター等を使って確認し、正しい方向にな

るように修正する。 

21. 伐倒の基礎技術を身につけるために、伐倒作業

シミュレーターによる練習を行う。 

22. 伐木作業の技能評価を定期的に行う。 

23. 滑落や転落の恐れがある場所や放置されている

かかり木の周囲等の危険箇所に、トラテープを張っ

て目立つようにする。 

24. 機械オペレーターの転落防止と労働環境改善の

ため、密閉式キャブのフォワーダを使う。 

25. フォワーダのクレーン操作席に材による激突防

止用のプロテクターを取り付ける。 

26. 車両系集材機械にドライブレコーダーを取り付

ける。 

27. 過積載すると動かなくなるフールプルーフの過

積載防止装置をフォワーダに装備する。 

28. フォワーダの転落防止のため、集材路の見づら

い箇所等にはポール等で目印をつける。 

29. スイングヤーダーが集材作業中に転倒しないよ

うに、転倒警報装置を取り付ける。 

30. 作業員の負担軽減と安全性向上のために、架線

集材に繊維ロープを利用する。 

 これらの改善例を A4 の光沢紙に写真印刷し、繰

り返し使用できるようにフィルムラミネートして、

チェックリストと改善活動すすめ方シートと合わせ

て 20 部のセットを作成した。 

 

3) 林業安全ゲームの開発 

 林業安全ゲーム・チェーンソー伐木作業編を 50 セ

ット印刷し、静岡県の森林組合他 4 事業体から試行

した感想や意見を収集し、静岡県と愛媛県の緑の雇

用研修で 16 グループ、高知県と和歌山県の研修会で

14 グループ、静岡県と愛媛県の 4 つの林業事業体で

試行を行った。 

 林業安全ゲームを試行してみての感想は、概ね肯

定的なものがほとんどであり、「今まで知らなかった

ことを楽しみながら知ることができて良い」や「そこ

に議論が加わったりするのでさらに知識が深められ

て良い」という意見が出された。試行を通して得られ
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た意見や感想から、林業安全ゲームの実用化に向け

た改良を行なった。特に、カードの内容に関する疑問

や意見が多く出されたので、カード内容の修正を行

った。また、ルールの一部改訂とルールブックの修正

を行った。 

 林業安全ゲームに学習効果を確認するため、ゲー

ムの試行前後にペーパーテストを行った。その結果、

全てのグループで林業安全ゲームのプレイ後にテス

トの点数が上昇し、教育効果が認められた。特に、林

業の経験年数が長くなるとより教育効果が高まるこ

とが明らかになった。また、質問カードの出現枚数が

多いほど教育効果が高くなる傾向が確認され、プレ

ーヤー数の影響を受けることから、1 グループ当た

りのプレーヤーは 5 人が、1 回のゲームで質問カー

ドが一巡しやすく、適切であると考えられた。ゲーム

前のテスト点数とゲーム後に改善したテスト点数の

関係をみると、ゲームをする前から点数が高かった

人は点数が上がりにくく、反対にゲームをする前の

点数が低いほど教育効果が高くなる傾向が確認され

た。 

 林業安全ゲームの改良版について、愛媛県の緑の

雇用研修の 11 グループで試行を行い、ボイスレコー

ダーを各グループのテーブル上に置いて、林業安全

ゲーム試行中のゲームマスターを入れたプレーヤー

間の全ての会話を録音し分析した。その結果、「緑の

雇用」研修では、熟練度が増すほど、1 カードあたり

の会話の頻度が有意に上昇することが明らかになっ

た。林業安全ゲームの種類の違いもあるが、現場の作

業経験が豊富になるほど、話題が増えていくと考え

られる。会話内容では、確認と点検の内容に関する会

話が多く、現場であまり実行されていない様子が窺

える。このような集合研修では、同じ熟練度の研修者

が集まるため、知識も経験もほぼ同じレベルになる。

そのため、プレーヤー間の会話だけでは内容が深ま

らず、また時として間違った方向に向かう場合もあ

る。そのゆえ、ゲームマスターが重要な役割を担うこ

とになるので、経験豊富な熟練者や班長、あるいは事

業体の安全衛生担当者を選ぶべきであると考えられ

る。 

 林業安全ゲームの試行を通して、林業安全ゲーム

の実用化に向けた改良を行なった。特に、カードの内

容に関する不具合を中心に、ルールとルールブック

の一部修正を行った。初心者向け安全編と技術編の

質問カードと知識カードについては、2018 年の労働

安全衛生規則の改訂にともなってリニューアル出版

された林業・木材製造業労働災害防止協会のテキス

ト「チェーンソー作業の安全ナビ 改訂第 2 版」を基

に修正を行なった。熟練者向けの質問カードと知識

カードについては、テキストとしている林業・木材製

造業労働災害防止協会のテキスト「上級チェーンソ

ー作業者の安全ナビ」の改訂版が出されていないた

め、そのままとした。これらの質問カードと知識カー

ドについては、地域による違いや違和感による疑問

や不平が数多く出されているが、安全に関する基本

は全国共通であるという理念の基に、地域に合わせ

たカード内容の修正は原則的に行わないこととした。

安全の基本を地域あるいは職場でどのように応用す

るのか、林業安全ゲームを通してディスカッション

することにより、各自の現場に即した検討ができ、安

全知識の定着につながると考えられる。カードにつ

いては、文章表現の修正、わかりやすい挿絵の挿入、

重複あるいは誤解を受ける内容のカードの削除を行

い、良い行動カードが 17 枚、不注意カードが 20 枚、

質問カードは初心者向け安全編が 16 枚、初心者向け

技術編が 17 枚、熟練者向けが 16 枚、知識カードは

初心者向け安全編が 18 枚、初心者向け技術編が 22

枚、熟練者向けが 19 枚の合計 145 枚となった（成果

物 7）。 

 これらの修正を加えた林業安全ゲームを第 2 版と

して印刷し、2019 年に第 1 版を試行してもらった関

係機関と関係者の中の 23 人社と全国の林業大学校

20 校に送付し再度の試行を依頼した。 

 

4-D. 考察 

 林業労働災害の死傷年千人率は30‰前後を推移し

ていたが、2018 年度から減少傾向となり、2019 年

度には 20.8‰に減少した。これは労働安全衛生規則

の改訂でチェーンソー防護ズボンの着用を義務化さ

れたことをはじめ、官民あげての労働安全衛生対策

の取り組みの効果が現れているものと考えたい。し
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かしながら、いまだに全産業平均の 9.45 倍を占めて

おり、死亡災害も 30 人から下回らず、林業労働災害

の撲滅は現在も変わらず喫緊の課題となっている。 

 林業労働の低減対策として、厚生労働省はリスク

アセスメントを林業にも推奨しているが、工場や事

務所とは異なり、林業は自然の中の野外作業であり、

その労働環境は地形や樹木によって現場毎に異なる

とともに、季節や時間によっても時事刻々と変化す

るため、労働環境の改善が根本的に行えない。そのた

め、林業においてリスクアセスメントは効果的であ

るとは言えず、林業現場では本来の目的から外れて

危険予知トレーニングの一環として捉えられがちで

ある。 

 このような林業の現場においては、リスクを全て

洗い出して、管理的あるいは工学的対策を取るとい

うリスクアセスメントではなく、優良事例に学んで、

できることを取り入れていく WISE の取り組みが効

果的であると考えられる。特に、「見える化」できる

成功事例を提示することにより、林業関係者はイメ

ージがしやすくなり、労働環境の改善に取り組みや

すくなる。確かに、これらは労働環境の根本的改善に

は結びつかないが、変化する労働環境の中で、安全意

識を高める、あるいは注意を高めるための物理的な

ツールあるいは補助具になると考えられる。以上の

ことから、林業版 WISE の WIFM は、林業の労働環

境改善のツールとして意義があると考えられる。ま

た、WIFM は事業主によるトップダウンで進められ

る取り組みではなく、林業労働者も含めた職員全員

が関わって、3 つずつ改善に取り組むため、実効性が

あると考えられる。さらに、林業の安全装置や器具類

の進歩は著しく、WIFM のチェックリストのリニュ

ーアルと改善例のアップデートは常に行い、最新の

状態で林業現場に提供できるように維持していく必

要がある。 

 一方、労働環境の根本的な改善が望めない林業に

おいて、労働安全衛生対策は林業労働者の不安全行

動をなくすための対策に重点が置かれていくことに

なる。ここでは、個人の安全意識の向上、作業技術の

向上、安全職場風土の醸成などがターゲットとなる

が、そのためには職場のコミュニケーションの促進

が重要な課題になると考えられる。林業安全ゲーム

は単純なボードゲームに過ぎず、カードの内容も全

国共通の基本的な内容となっている。しかも、小さな

カードの中の情報量が少ないという欠点もある。し

かしながら、むしろこのような欠点が、ゲーム中のプ

レーヤー間のコミュニケーションを促進し、自分達

の経験と作業現場を照らし合わせて、現場に即した

作業の注意すべきポイントをお互いに学ぶ機会を提

供している。また、ゲームの進行に合わせて順不同に

出現するカードの内容は、テキストの順番に一方的

に講義を受ける座学の研修会とは異なり、現場で遭

遇する判断を要する事象と同じく、常に新鮮な刺激

をプレーヤーに与え、プレーヤー間のコミュニケー

ションを促進するとともに、教育効果も高まると考

えられる。普段は口が重い年配の熟練者も、カードで

出現する内容に刺激されて、過去の経験や現場での

ノウハウなどを話し出す場面を何回も観察した。林

業安全ゲームによる安全意識の向上に関する効果は、

残念ながら明らかにすることはできなかった。今後

の課題として、通常の研修会での講義のみの場合と

林業安全ゲームを行なった場合の比較を、講習直後

と 3 ヶ月後に安全意識のチェックリストによる調査

する必要がある。 
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